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研究要旨 

子どもの健全な発育発達や健康とQOLの向上、その親の個人生活の向上を図ることを視点として、子

育て中の親の二ーズについて、保育園児の保護者に対するアンケート調査と育児グルーブの母親や各分

野の専門家からの聴き取り調査により検討した。直接的な育児負担の軽減には多様性のある保育サービ

スの二ーズは大きく、これと同等に生活全般の利便性を向上させるための公的・私的支援が必要である

こと、子どもの発育発達や健康に関する知識と情報の適切な提供、親個人の問題の解決に必要な専門的

な相談体制の確立も必要であることを確認した。また、家庭や社会における性別による格差に対する不

満感や不公平感の是正を図ることなどの社会と雇用の改革も求められる。さらに、保育の向上を図るた

めの保育者への支援によって、子育て支援に間接的な対応も可能となることも指摘され、公私併せた子

育て支援体制の確立の重要性が強調できる。 

 



A . 研究目的 

少子対策の確立には、単に多産を目指すことのみで

は不完全であり、また、それだけでは十分な効果は期

待できない。また、今日、子育ての実践においてに発

生している問題の多くは、少子化が背景にあることも

指摘されることから、よりよい育児の実践により、子

どもの健全な発育発達と健康の保持増進を保障し、親

自身の生活の充実を図るためのニーズを把握し、少子

対策としての方策の確立を目的として多角的な調査を

実施することにした。 

 

B . 研究方法 

昨年度において実施した保育園児の保護者に対す

るアンケート調査に記述された自由記載の分析とその

結果に基づく新たなアンケート調査を、全国的規模に

おいて保育園児の保護者を対象に実施した。 

また、各地の育児グルーブに属する母親やその指導

的立場にある人材に対する聴き取り調査、小児保健

学・児童福祉学・心理学・保健行政学・教育学及び健

康教育等の各分野の専門家からの聴き取り調査を実施

した。 

 

C . 結果 

 

C-1 社会環境が出産・育児に及ぼす影響について-平

成 10 年度「子育てに関するアンケート」自由記載回

答の質的分析結果より-  

 

1 . はじめに 

平成10年度に行った「子育てに関するアンケート」

調査において、「子育てをしていて、日頃感じているこ

と。行政への要望」などの意見を自由記載で求めたと

ころ、男性 478 人(12.8%)・女性 1098 人(25.2%)、計

1,576人の回答者(全体の20%)の記載があった。自由記

載では、本調査ですくい上げられなかった問題点が、

回答者の生の声として現れている点が貴重である。ま

た、本調査でも設問した内容がさらに記載されている

場合はその切実さ・緊急性の度合いが強いと解釈でき

よう。これらの意見を活かし、今後の少子対策に活用

していくために、以下の目的・方法に従って、分析を

行った。 

 

2 . 研究目的 

1)平成11年度の研究内容に反映すべく、設問調査です

くい上げられなかった問題点や今後の課題を抽出する。 

2)問題点のみならず、子育ての喜びやメリット、有効

な施策など、プラス面をも明らかにする。 

3)社会環境の子育てに及ぼす影響をハード領域・ソフ

ト領域それぞれに体系的に整理する。 

 

3 . 研究方法 

意見の多少を問うのではなく、新たな観点や緊急に

取り組むべき課題の抽出を目標とした。まず、全体を

次のように大別した。 

1)子育てに関る現状の困っていること、不満と要望を

あげた否定的意見「社会環境の問題点の記述」 

2)子育てしていく上での親個人としての悩み、喜び、

子どもへの想い、周囲の支援や自分の置かれている状

況への感謝など「個人的な現状についての記述」前者

1)を物理的な環境問題(ハード領域)と精神・風土的環

境問題(ソフト領域)に、さらに中分類・小分類に分け、

表1のごとく整理した。 

 

4 . 結果 

 

4・1.社会環境の出産・子育てに及ぼす問題点につい

て 

 

1 ) 物理的な環境に関する問題点 

施設・制度などハード領域についての記述内容はその

一部を表2に例としてあげた。 

( 1 ) 子育てに関る経済負担について 

1.1.1医療費 

・子どもの医療費については、「控除年齢を引き上げて

欲しい」など補助の拡充が求められていた。また、地

域による補助の格差の指摘もあった。 

・「妊婦健診を無料に」「出産の費用が高い」のほか、

「不妊治療を健康保険で」との希望があった。 

1.1.2保育料 

・「高すぎる」という意見や「安くして欲しい」という

軽減の希望が多かった。「0歳児保育料が高い」ことは、

運営側からすればコスト面から当然と言えようが、利

用側からすれば2人目出産のハードルである。 

・「夜間保育の保育料が高い」など、認可園の保育時間

帯で親の勤務に対応できない場合、認可外施設を利用

したり、二重保育や夜間保育を利用するために特に負

担が大きくなっていた。 

・保育料の地域間格差に対する不満や、親の収入によ

って差をつけることへの反対意見から、「保育料を一律

に」という希望がみられた。 





・学童保育の保育料が高いという意見と地域間格差の

問題もあげられた。 

1.1.3.教育費など子育て費用全般および生活費: 

・教育費ほか、「子育てにお金がかかりすぎる」という

意見が多い。 

・生活費全般としては、「経済的に苦しい」理由に住宅

ローンや不況による影響などがあげられた。 

・このような現状に対する経済支援としては、「子育て

減税」「児童手当の延長」や親への手当てを望む声があ

げられた。 

・一人親への支援の拡充の希望もあり、「離婚訴訟中の

期間の生活費」や「父子家庭の母子家庭との違い」な

ど、不公平感とともにきめ細かい支援の要望があげら

れた。 

1.1.4.その他 

不況などによる経済的な厳しさの現状は深刻であり、

第3子を望みながら、経済的理由で断念した例もあっ

た。 

( 2 ) 就労環境 

「仕事と育児の両立のための総合的支援が必要であ

る」という意見に代表されるが、分類項目別にあげる

と以下の通りである。 

1.2.1.育児休業関連 

・現在育児休業法に定められている1年の休業期間を

「延長してほしい」「休業中の所得保障」などさらなる

制度の拡充を望む声があった。また「男性にも取得を

義務づける」という意見もみられた。 

・出産後の育児休業とは別途、「子どもの病気の時の看

護休暇」の希望があった。 

1.2.2.勤務時間の短縮など 

・「就業時間の短縮」「残業のない体制」「フレキシブル

体制」などの希望があった。 

・自営業者からはゆとりをもって子どもと過ごす時間

がとれるよう、国民的休日の増えることへの希望があ

がった。 

1.2.3.雇用の安定・再就職 

・「自分の将来が心配」など就業継続の不安があった。 

・育児期間後の再就職・復職を希望する人もあった。 

( 3 ) 公的環境(公的施設やサーヒスについて)  

1.3.1.保育環境 

・保育園については、まず数と時間的対応の不足があ

げられていた。「保育園が足りない」「土曜も1日保育

を」ほか・休日・夜間の保育が求められていた。延長

保育は0歳児から対象とすること・学童保育の時間延

長も望まれていた。 

・病院や企業など事業所内保育所の希望もあった。 

・「病児保育の取り組みを早くして欲しい」「園に病児

保育室を併設して欲しい」など病気の時の対応につい

ては切実であった。 

・「リフレッシュや趣味のため」「母親が病気の時」な

ど就業以外の理由でも預かってもらえる一時的保育の

希望があった。 

・「安心して預けられる環境が欲しい」など、保育の内

容面にかかわることもあげられ、「細かい気配りができ

ず気の毒」など保育者の立場にたって増員を望む声や

「保育者が母性神話を信じている」など疑問があがっ

た。 

・運用上の問題では、「いつでも誰でも入所できる」と

いう希望のある一方、「本当に必要な人だけ利用すべ

き」という意見もあった。入所の優先順位に対する不

満もあげられた。 

1.3.2.その他の公的施設の整備 

・「子ども連れで出かけられるところが欲しい」など親

子で利用しやすい施設建設の希望と、「男性トイレにも

おむつ替え用ベッドを」など般の施設が親子つれでも

使い易くなるよう望む声があった。 

・「安全で広い公園が欲しい」ほか、子ども向けの施設

(公園・図書館・児童館)では、制限をつけず自由に使

えることが希望としてあげられた。 

・道路の安全、特に保育園の周辺など安心して通れる

広い道(ベビーカーが通れること)が望まれている。 

高齢者・障害者(児)が安心して暮らせる社会を望むと

いう記述もみられ、公共部分のバリアフリーの要望と

受け止められる。 

・学校や教育制度について、教育内容や教師に関する

疑問、少子化に伴う学校の統廃合問題などがあげられ、

近い将来の子育ての不安が現れていた。 

1.3.3.制度やサービスの拡充 

・「PTA活動・地域活動など子どもを持つために課せら

れる社会的負担はきびしい。税金をあげてもサービス

を充実させてほしい。」という意見や、各種窓口など行

政サービスについては、「働く親が仕事を休まずに利用

できること」の要望があった。 

・「高齢者・障害者(児)が安心して暮らせる社会を」と

の声には、万一の時の保障が求められているといえる。

「老後や万一の不安がなくなれば、現在の負担に耐え

られる」との意見があった。 

・「子どもに負担のかからない年金制度を」「専業主婦

は優遇されている」などの「税制・年金制度を平等に」

との声があった。年代別、家庭形態別、有業無業別、



未既婚別、子どもの有無別などによって負担や恩恵の

差があることに、経済的不公平感を感じている。 

( 4 ) 私的生活環境 

1.4.1.住環境 

・「家が狭い」ことの不満があげられ、「子どもがいて

も周りに気兼ねせずのびのびできる住環境」が求めら

れていた。 

・「両親と同居したいができない」「実家が遠い」など、

親との関係を保つのに不都合な状況もみられた。 

( 5 ) ハード領域その他 

・「公害問題」や「環境汚染」など自然環境の悪化が子

どもを育てることへの不安を招いている。 

・「国や社会はなにもしてくれないことがわかった」「今

の日本の社会をみていると、子どもを産んだ事を後悔

している」など国や社会のあり方に絶望感があり、子

どもをもって、それを強く感じたという意見があった。 

 

2 ) 精神・風土の環境(ソフト領域)  

精神や風土に関るソフト領域についての記述内容はそ

の一部を表3に例としてあげた。 

(1)社会全体・地域社会 

2.1.1.差別的風土 

・「社会全体の価値観が変わらなければ、子どもは増え

ない」との意見に代表されるが、社会般の「子育は女

性の仕事」という男女の固定的役割分担意識や、「ひと

り親に対する偏見」「障害児や女性の立場の弱さ」など

があげられた。 

2.1.2.子どもや子育中の親への理解や配慮の不足・「女

性だって疲れるし、ゆっくりしたい」「育児中の母親は、

自由な時間がなくて当たり前という周りの態度がつら

い」など、育児中の親への理解・配慮の不足している

様子が分かった。 

・子どもが伸び伸びと過ごすことへの周囲の理解も乏

しく、親は常に気を使っている状況もみられた。 

2.1.3.行政窓口の対応について 

・各種手続きや相談などで窓口を訪れた時の対応につ

いては、「対応の冷たさにとても心痛んだ」など、問題

点があげられた。 

2.1.4.社会不安 

・「いじめや学級崩壊」などの教育問題や学歴社会・犯

罪の増加に対する不安や不満、情報化社会の弊害もあ

げられ、「現在の社会状況や子どもの将来を考えると子

どもを産むのを蹟賭する」という意見がみられた。 

2.1.5.教育力・養育力 

・「無責任な親が多すぎる」「保育者や教師が理想をも

っていない」など他の親や学校・地域社会の教育力の

低下を指摘する意見があった。親への支援として子育

てセンターや相談室の要望、学生時代からの教育の必

要性もあげられた。 

( 2 ) 企業風土など 

2.2.1.出産・育児に不利な慣行・風土 

・企業内における子育てに不利な慣行・風土としては、

法律が制定されていても、「育児休業が実際にはとりに

くい」状況、復帰後は「子どもの病気や学校行事など

のための休暇がとりにくい」状況があげられた。 

2.2.2.女性の置かれている立場 

・男性優位な企業体質は女性から指摘された。 

・女性の置かれている環境としては、「妊娠中は同じよ

うには働けないことを理解して欲しい」など妊娠中や

子育中であることへの周囲の理解や配慮の不足があげ

られた。労働基準法の女子保護規定撤廃についての不

安もあった。 

2.2.3.男性の置かれている立場 

・男性の置かれている環境としては、「子育てを理由に

休んだり早く帰ることが女性以上に難しい」企業体質

の実態があげられた。 

( 3 ) 家族・家庭環境 

2.3.1.夫婦関係 

・対象者をとりまく家庭の問題としては、「夫が育児を

分担してくれない」など夫婦間の家事・育児分担の問

題があげられた。「パートナーが未熟ですべてひとりで

負担せざるを得ない」など、精神的に未熟なパートナ

ーを持った場合の子育ての困難さは、父母いずれのケ

ースも認められた。 

2.3.2親(子の祖父母)との関係 

・親(子どもの祖父母)との関係では、「支援を頼らざる

をえないが、育児方針が異なり困っている」などの問

題があげられた。 

 

4 - 2 個人的な内容の記述について 

 

1 ) 子ども・子育てに関する悩みなと否定的意見 

「今の経済社会状況では、精神的余裕がなく子育て

を楽しめない」「子どもが好きになれない」「子どもを

持つことがハンディと感じる」「子どもはいないほうが

楽。少ない方が楽と考えてしまう」「子育てに対して自

己嫌悪を感じている」「自分の時間が欲しい」「金銭的

にゆとりがないからイライラする。悪いと思いながら

子どもに手をあげている」「親に休みを与えない子ども

なんて、いないほうがいい。行政、社会は全く協力的



ではない。」など、様々な想いが語られた。子どもを持

ったことを後悔し、そう思う自分への失望感があり、

これ以上子どもを持ちたくないとしている。背景には

社会環境の影響が垣間見られる(表 4)。 

2 ) 育児と仕事の両立に関する悩み 

「共働き状態の維持と子育ての充実に悩む」「仕事

と子育てを天秤にかけてしまう」「子どもを持つか否か

も迷い、職場への迷惑を考えてしまう」「仕事は自分自

身の生きがいでもあるのに、母親は子どものために我

慢を強いられる」「働いている事に充実感を感じている

ので、もう一人産む事はとても考えられない」など、

仕事と育児のバランスで悩む様子が伺えた。(表5)。 

3 ) 対象者が育った環境についての記述 

「自分の子ども時代、窮屈な思い出が多く、子ども

を欲しがらない気持ちにつながっているのではない

か」「安心した子ども時代を過ごして来れなかった人が

親になっても子どもを持つ自信が持てない」など、過

去の問題が現在の子育てに影響していると自ら考えて

いる例があっ為一方、自分の親を反面教師として現在

の育児に意欲的に取り組む姿もみられた。 

4 ) 子ともを持つ喜びなど子育てに関する肯定的記述 

子どもを持つ喜び・楽しみ・豊かさ・子どもの存在

への感謝など「手放しの肯定的意見」と、「他のことを

犠牲にしてもよいと思えるようになった」「経済的に苦

しいことは苦にならない」「忙しいが充実している」な

ど「苦労を上回る子どもの存在意義」が語られた(表

6)。 

5 ) 子どもへの想い・メッセージ 

どのような人に育って欲しいか、子どもへ伝えたい

ことや、子どもとの生活の現状が語られた。 

6 ) 家族など周囲への感謝 

「夫の協力で育児が楽しくなる」「祖父母が手伝っ

てくれ助かっている」など感謝の気持ちが語られた。 

7 ) 職場や保育目への感謝 

「看護休暇、6 歳までの特別勤務制度があった職場

に感謝」「保育園の先生に子育てを教えてもらった」な

ど、公的支援の効用が現れていた。 

 

5 ．考察 

これまでにあまり議論されていない領域で、少子傾

向の原因と思われるキーワードについて検討する。 

経済・社会保障面の支援拡充は繰り返し強調される必

要あるが、ここでは直接的な育児支援策に関る問題に

重きを置くこととする。 

1)子育て中の親の不公平感 

保育所に入所できる優先順位について不満感があ

り、保育料に関しては地域・親の収入・子どもの年齢・

親の勤務時間体制によって負担が異なることについて、

不公平感が認められた。当然のように扱われてきたこ

の格差は、現在育児中の人たちの現状不満の源となっ

ている。また、年金・税制など世代別、家庭形態別、

有業無業別、未既婚別、子どもの有無別などによって

負担や恩恵の差があることに、経済的不公平感を感じ

ていた。子育中の親が納得できる説明または是正が必

要である。 

2)保育内容、保育の質、保育園の役割・親との連携 

保育環境に関してはメニューの充実がますます重

要な課題であるといえるが、開かれた保育園に変容し

ていく途上にある現在の保育環境において、保育サー

ビスを必要としている緊急性の高い人達のニーズを確

実に満たしていくことが大切である。通常の保育園の

開園時間と異なる勤務体制の自営業・サービス業に携

わわる親への支援のあり方は、一層の検討が必要であ

る。 

また、親の勤務時間に合わせるだけでなく、「安心して

預けられる環境が欲しい」との記述にみられるように、

子どもの発育・発達を保障する保育の質が問われてい

るといえ㍍保育園と親との連携については、保育園の

行事や役員などを親が負担に感じているケースもあり、

保育環境に関して親が主体的にかかわれる条件整備が

望まれる。 

3)育児中の親の精神的サポート、相談体制の専門性 

親の個人的な記述「仕事と育児の両立に関する悩み

(表 5)」や「育った環境」についてみると、両立のた

めの環境整備も必要であるが、個人の生き方の問題と

しての適切な精神的サポートが育児負担感の軽減に有

効ではないだろうか。子どもに関する問題のみならず、

親個人の問題をサポートするためには、プライバシー

が守られた多方面の専門家体制が必要である。 

4)親族による支援の限界と公的支援のあり方 

本調査の設問で、子どもの世話を祖父母に頼む割合

は 70%に及んでおり、共働き世帯の子育ては祖父母の

援助で支えられているのが実情であった。希望する人

が親と同居できる住居環境も必要であるが、他方、若

い世代が親に頼らず育児ができる生活支援の整備をす

ることが重要である。家族の問題は、個人的でありな

がら実は社会規範などの環境要因に影響されているこ

とは言及するまでもない。個人的問題として抱え込ま

ず、社会的支援を取り込む家族の開放性など、少子時

代における新しい家族のあり方を模索していくことも



必要であろう。 

5)雇用環境の改善、社会(企業)の価値観の変革 

男女ともに育児と両立しにくい企業内の風土が示

された。休業期間の延長・再就職の斡旋・男性の育児

休業取得促進・休暇中の所得保障などの希望があがり、

男性・女性それぞれのキャリアやライフデザインに応

じて、さまざまな選択が可能となるような制度が望ま

しい。 

妊娠中や子育中であることへの周囲の理解や配慮

の不足は、保健学的見地からの支援も大切である。子

どもの看護や通院のための休暇については、般的な年

次有給休暇20日間では、足りなくなるのが実情であり、

年齢ごとの保育園児の罹患率など保健学的検討に基づ

いてを施策を進めることが現実に即しているといえよ

う。また、同時に配慮すべきは、休みにくく、母親に

片寄っている子どものための休暇取得を、父親が分担

できるような職場環境への改革である。 

6)生活全般の質の向上・将来の保障 

子どもの健康問題は親の育児不安や育児負担感の

要因となってるいことが本調査の設問で明らかとなっ

ているが、医療費負担による経済不安をかかえた家庭

はさらに危機的状況といえる。医療費補助を含めた健

康支援は育児中の家庭支援の根幹として重要である。

妊娠・出産・不妊治療に係る医療費については、医学

の進歩に伴い、リブロダクトヘルスの視点で、親とな

る人たちへの健康支援のあり方を常に検証していくこ

とが大切である。 

子育てしやすい環境の整備としては、公園・児童館

などのハードの充実とともに、開設時間を延長するな

どの運用面で既存の施設をより有効に使えるようする

ことが、住民へのサービスの向上に繋がるであろう。

公的サービスの窓口などは、働く親が利用しやすい運

用を図ることで、育児・仕事以外の負担を減らし、ゆ

とりある育児へと繋げることができる。また、年金や

税制における不公平感を無くし、万一の保障など将来

に渡る安心感が、現在の子育ての支えとなるのことが

分かつ右教育問題や凶悪犯罪の増加などは子どもを産

むことを蹟路させるほど親を不安にしており、まさに

社会全体の質の向上が求められている。ハード・ソフ

ト両領域の社会的養育力(社会の次世代育成力)が問わ

れているといえよう。 

 

6 . 小括 

膨大な量の記述を紙面の許す範囲でまとめるため

には、かなりの部分を割愛せざるを得なかった。しか

し、当初の研究目的に添って、以下の通り問題点が抽

出できた。主なキーワードは次の通りである。 

1)子育て中の親の不公平感 

2)保育内容、保育の質、保育園の役割・親との連携 

3)育児中の親の精神的サポート、相談体制の専門性 

4)親族による支援の限界と公的支援のあり方 

5)雇用環境の改善、社会(企業)の価値観の変革 

6)生活全般の質の向上・将来の保障 

以上から、当研究班の分担領域としては2)保育内容、

保育の質、保育園の役割・親との関係、3)育児中の親

の精神的サポート、相談体制の専門性を、主軸に本年

度の研究を進めることとした。 

様々な葛藤をもちながら、懸命に育児に取り組む親

達すべてにとって、「子育てに関する肯定的意見」であ

げられたような喜びや充実感が得られるよう、支援体

制の充実に向け、さらに検討を進めていきたい。 

(齋藤幸子・宮原忍・千賀悠子) 



表 2  物理的な環境( ハード領域) についての記入例 

1 . 1 . 子育てに関わる経済負担 

1 . 1 . 1 医療費 

・医療費控除の年齢をもっと上げて欲しい 

・妊娠中の検診料を無料に 

・出産の費用は保険がきかない、高い。 

・不妊治療を健康保険で出来るようにして欲しい。 

1 . 1 . 2 保育料 

・保育料が高い。 

・保育料の地域差が大きい。 

・保育料を一律に(所得による差をなくす)。 

・無認可や 24 時間保育は高すぎる。 

・学童保育の費用が高い。他県との格差がある 

1 . 1 . 3 教育費など 

・教育にお金がかかりすぎる。 

・子育てはお金がかかる。 

1 . 1 . 4 税制・手当て 

・税金をもっと安くして欲しい。 

・子育て減税があると良い。 

・児童手当を、小学校卒業まで延長をしてほしい。 

・親に、政府が給料を払う位のことが必要。 

・母子家庭の援助基準が厳しい。 

・母子家庭・父子家庭の援助基準がおかしい。 

1 . 1 . 5 . 経済に閉るその他 

・経済的に苦しい 

・ローンの返済がある。 

・仕事が不況。 

1 . . 2 . 就労環境 

1 . 2 . 1 . 育児休業制度 

・育児休暇をもう少し長く取りたい。 

・産休・育休制度を拡大し、休業中の保障があるとよい。 

・子どもの病気時に休める体制がほしい。 

・男性にも育児休暇を義務付けるべき。 

1 . 2 . 2 残業・時短 

・フレキシブルな勤務時間制に 

・残業で二重保育を強いられた。残業のない労働条件の整備が必

要 

・勤務時間の短縮を検討して欲しい。 

1 . 2 . 3 . 虐用の安定・再就職保障 

・子育て後再就職できるとよい。 

・復職できるとよい。 

・自分の将来が心配だ。 

1 . 3 . 生活環境( 公的)  

1 . 3 . 1 . 保育環境 

・保育園が少ない 

・保育園の充実・拡大(制約、制限が多すぎる) 

・企業内保育園があったほうがよい 

・土日、祭日も保育をして欲しい。24 時間保育を望む 

・安心して子どもを保育してもらえる環境が欲しい。 

・障害児は保育所に入りにくい。 

・保育者の増員。細かい事に気配りできず気の毒。 

・病児保育に早く取り組んで欲しい。園に併設して欲しい。 

・保育園、学童保育の時間を延長して欲しい。 

・0歳から預かる延長保育のある保育園がもっと必要。 

(表 2 のつづき) 

・一時預かりなど、気軽に預けられる託児所を充実して欲しい。 

・リフレッシュや趣味のために子どもを預けられたらよい。 

・保育園・学童保育は本当に必要な人に利用されるべき。 

1 . 3 . 2 . 公共施設( 公園・病院・学校) の整備 

・子どもと緒に出かけられる場所が少ない。 

・広い自由な公園がほしい。公園を増やして欲しい。 

・児童館など公共施設は自由に使わせて欲しい。 

・児童館の会館時間延長を希望。 

・地方も改善して欲しい。(公園・育児サークル・子ども向けの

習い事がない) 

・図書館・病院が近くに欲しい。 

・男子トイレにオムツ交換用ベッドを設置して欲しい 

・自転車やベビーカーなどが、安心してで通れる道路を作って

欲しい。 

1 . 3 . 3 . 制度やサービスの拡充 

・障害者も高齢者も安心して過ごせ暮らせる社会であれば、子

を産もうとする。障害児も共に暮らせる地域作り。 

・PTA 活動、地域活動等、子どもを持つために課される社会的

負担はきびしい。税金を上げてもサービスを充実させて欲しい。 

・子どもに負担のかからない年金制度を。 

・専業主婦は優遇されている。 

・専業主婦も支援して欲しい。 

1 . 4 . 生活環境( 私的)  

1 . 4 . 1 住環境 

・住宅が狭い。住宅面から親との同居も出来ず子育てしにくい。 

・周りに気兼ねせずに子どもがのびのびと生活できる住環境が

必要 

1 . 5 . その他 

・手をつけてない自然を残してください。 

・環境汚染が心配である。 

・国や社会は何もしてくれないことが分かった。 

 

表 3 . 精神・風土の環境( ソフト領域) の記述例 

2 . 1 . 社会全休・地域社会 

2 . 1 . 1 . 差別的風土 

・子育ては母親の仕事という社会の意識改革が必要。 

・母子家庭で仕事をするにも差別される。未婚の母でも平等に

扱って欲しい。 

・社会の中での女性の立場が弱い。 

・知的障害の息子に社会はまだまだ冷たい。 

2 . 1 . 2 . 子どもや子育中の親への理解・配慮の不足 

・地域ぐるみで支援して欲しい。 

・学童(保育)に対する地域の理解がない。 

・男性側の無理解。女性だって疲れるし、ゆっくりしたい。 

2 . 1 . 3 . 行政窓口の対応 

・対応が冷たく、傷ついた。 

・母親は仕事を止めろと言われた。 

・離婚したら妊娠は中絶すべきと言われた。 

2 . 1 . 4 . 社会不安 

・情報化社会の弊害 



(表 3 のつづき) 

・学歴・学力偏重社会 

・暴力・犯罪の不安 

2 . 1 . 5 . 教育力・養育力 

・地域や社会全体で子どもを育てようという気持ちが低下して

いる。 

・無責任な親が多すぎる 

2 . 2 企業内 

2 . 2 . 1 子育てに不利な慣行・風土 

・出産後、育休を取る事の非現実性。(周囲の目が気になる。自

分自身がおいていかれる。) 

・子どもがいると再就職が難しい。 

・妊娠・出産・学年行事などに、もっと仕事を休み易い社会が

欲しい。 

2 . 2 . 2 女性の置かれている環境 

・妊娠中は普段と同じように働けない事を理解して欲しい。 

・企業は男性優位である。 

2 . 2 . 3 . 男性の置かれている環境 

・夫が妻を援助したくても、一般企業は利益優先で時間的に無

理。 

・父親が育児参加できるような社会環境をつくってほしい。 

2 . 3 . 家族・家庭 

2 . 3 . 1 . 夫婦の関係 

・夫が育児を分担してくれない。 

・パートナーが未熟で、すべて一人で負担せざるを得ない。 

2 . 3 . 2 . 親( 子ともの祖父母) との関係 

・子どもの世話を感謝しているが、見返りの期待されている 

・価値観や育児方針が一致しない。 

・子育てより親に対しての悩みが多く精神的にもまいる。どこ

か相談できるとこがあれば知りたい。 

・親との同居では、気をつかうところが多いが、これも自分の

仕事を続けていくためと思っている。 

 

表 4  子育てに関する悩みなと否定的記述例 

・今の経済社会状況では、精神的余裕がなく子育てを楽しめな

い。 

・2人の子どもがいるが子どもが好きになれない。 

・子どもを持つことがハンディと感じる。子どもがいるからこ

んなに得をすると感じられると良いと思う。 

・子どもは沢山欲しいが預ける大変さを思うとつくれない。 

・子どもはいないほうが楽。少ない方が楽と考えてしまう。 

・子育てに対して自己嫌悪を感じている。子どもは 2 人欲しい

が、今の状況だといらない。自分の時間が欲しい。 

・子どものしかり方が分からない(父として)。 

・金銭的にゆとりがないからイライラする。長女に悪いと思い

ながら手をあげています。 

・親に休みを与えない子どもなんて、いないほうがいい。行政、

社会は全く協力的ではない。 

・どんな子にも存在価値はあり、いとおしく可愛いのだが、有

形無形の負担を思うと次の子どもを産みたい気持ちにストップ

がかかる。 

・これからの生活に不安だらけで子どもを持ちたくなかったと

思う。私達はこのまま生活していて大丈夫か。 

 

表 5  育児と仕事の両立の悩みに関する記述例 

・共働き状態の維持と子育ての充実に悩む。 

・仕事と子育てを天秤にかけてしまう。子どもを持つか否かも

迷い、職場への迷惑を考えてしまう。 

・子育て中の就業について改善の必要があると思う。仕事も大

事だが、両親、特に母親が家にいることも大事だと思う。 

・仕事は自分自身の生きがいでもあるのに、母親は子どものた

めに我慢を強いられる。 

・出産は自分が子どもの犠牲になるか、子どもが自分の犠牲に

なるかどちらか。やり直せるなら、私は多分子どもは産まない。 

・子どもは兄弟を欲しがっているようで可愛そうだとうが、働

いている事に充実感を感じているので、もう一人産む事はとて

も考えられない。 

・子どもが病気の時に休まなければならないので、重要な仕事か

らははずされている。精神的自立のため続けたい。 

 

表 6  子育ての楽しさや喜びについての記述例 

・子どもとの沢山の楽しい出来事に感謝。子育てで、親として学

ぶ事は多い。 

・子どもは家庭に幸せを運んできてくれる。 

・大変だが毎日がたのしい。 

・家に帰ってくるのが楽しみ。 

・子どものいる暮らしは、喜びや豊かな感情に恵まれる。社会全

体は子どもとの生活にマイナスイメージを持っていると思う。 

・子どもを産めた事に感謝している。 

・子どもは宝物。子育てしやすい社会を。 

・子ども産んでよかった 

・小さい子どものいる暮らしは何もなくても楽しいし喜びに満ち

ている。 

・子どもを産み育てると言う事は、独身では経験できなし広い世

界を見せてくれ、すばらしい事。 

・独身時代「子どもなんてうるさいだけ」と思っていた私に、心

の豊さ、喜びを与えてくれた。 

・2 度と帰ってこない子育ての時間を楽しみながら共に成長した

い。 

・成長するにつれ、苦労を忘れるほどの幸せをくれる。 

・経済的に苦しい事は、苦にならない。 

・「子どものために」と思わず、「子どもといる自分のために」と

思うようになった。子育てで、少々仕事や家事を犠牲にしても仕

方ないと思うようになった。 

・子育てで毎日忙しいが、忙しいのがすごく楽しいし、子どもと

か家族ってすごく生きる励みになる。 

・保育所へ預けているおかげで、仕事も思いつきりでき、帰って

子どもと思いつきり遊ぶ。毎日充実している。 

・弟妹はお姉ちゃん(障害児)にとてもやさしく、子育てに生きが

いを感じる。 

・子どもと一緒に親も成長した。何も知らなかった分、他の子と

比べたりする事もなく安心で楽しい。 

・子どもが4人いるが、上が下の面倒を見ることが自然に出来る。 

・子どもの顔を見ていると辛いことも苦しいことも忘れさせてく

れる。 

 



C-2  平成 11 年度「子育に関するアンケート調査」

結果 

 

1  調査の目的 

前項 C-1 平成 10 年度「子育に関するアンケート調

査」自由記載の分析で抽出したキーワードのうち、「保

育園における保育の内容と質」「養育者への精神的サポ

ートのあり方」などに焦点を当て、今後の子育て支援

のハード・ソフト両面の方向性について検討すること

を目的とした。 

 

2  謂査方法と対象 

 

1 ) 調査内容 

調査の内容は以下の通りである。 

(1)対象の属性 

(2)対象者の子ども(保育園児)の属性 

(3)子どもに関する気がかりとその相談先について 

(4)子どもの発育・発達に関する知識を得る機会につい

て 

(5)保育園のあり方に関する満足度と要望について 

(6)保護者と保育園の連携について 

(7)親自身(対象者)の生活と心の状態について 

(8)対象者が自分の性別をどのように受け止めている

かについて 

(9)親と子にとって必要な社会的支援について 

 

2 ) 調査方法および対象 

保育園に子どもを通わせている保護者を対象とし

て、施設における留め置き法によるアンケート調査(一

部、郵送による個別回収)を行った。 

 調査票配布数は4,112世帯であった。在園児の各世

帯に「父親用調査票」および「母親用調査票」を各 1

部計2部ずつを配布し、一人親であることが分かって

いる家庭には、いずれか1部を配布した。なお、調査

票の内容は父栂共通とした。 

調査場所の選定は有為抽出法により、首都圏および

中核都市を中心に、人口増加率、生産人口割合、産業

構造などを考慮し、今後の出生率増加が期待できると

考えられる活力ある地域とした。この場合、各地域内

では可能な限り、乳児保育や延長保育など多角的に保

育を行っている施設を選び、多様な家庭が対象になる

よう配慮した。調査協力を得られた施設、全国61ヵ所

(公立 2・私立59)を対象とした。調査場所リストは本

稿末尾の資料編に掲載した。 

3 ) 回収率および対象の内訳 

回収したアンケートは世帯数で 2,862 世帯(回収率

69.6%)、有効回答者数 5,059 人(男性 2,276 人,女性

2,783 人)であった。世帯数の内訳は二人親世帯

2,412(84.3%)、父子世帯31(1.1%)、母子世帯(13.4%)、

不明35(1.2%)であった。 

回答のあった 2,862 世帯うち、父母ともに回答が

2,197 組、2人親世帯の男性のみ回答が23名、2人親

世帯の女性のみ回答が228名、1人親世帯の男性が31

名、女性が348名であった。婚姻関係が不明の単独回

答者は男性25名、女性10名であった。全体の男女別

集計には、以上のすべての回答者を含め以後、対象ま

たは父親・母親と称す。対象の属性については資料編

(表 22～26)を参照されたい。 

 

3  結果と考察 

 

1)子どもの心身および発達上の気がかりなことと相

談先について 

( 1 ) 対象者の子ども(保育園児)の属性 

・性別:男児1.458人(50.9%)、女児1,402人(49.0%)、

不明2(0.1%) 

・年齢:0歳3.2%、1歳 18.3%2歳19.1%、3歳20.7%、4

歳 15.2%、5歳 14.7%6歳 8.4%であった。 

平均年齢3.04歳であった。 

・世帯ごとの子ども数は、1人 42.0%、2 人 40.8%、3

人 13.7%、4人 1.9%、5人以上0.2%であった。出生順

位は第一子が38.1%、第二子が36.7%、第三子が11.6%、

第四子1.6%、第五子以上が0.2%であった(表1～3)。 

(2)子どもの心身および発達上の気がかりなことの

有無について 

・「気がかりなことがある、または過去にあった」親の

割合は 40%であり、母親が父親に比べその割合が高い

(父親36%・母親43%)。 

・気がかりなことの内容別にみると、身体上のことが

54%・情緒などが32%であり、栄養のことなどが8%、発

達上のことは7%である(表 4)。 

( 3 ) 気がかりなことの相談先とその満足 

・気がかりなことについて専門家の治療や相談などを

受けたことある親の割合は 57%であり、母親のほうが

父親に比べその割合が高い(父親50%・母親61%)。 

・親の77%(父親81%・母親75%)が小児科医にみてもら

っており、診てもらった親の77%(父親75%・母親79%)

が満足している。 

・小児科医に不満をもっている親は18%(父親25%・母



親21%)であり、不満の理由の第一は「不安な気持ちが

消えなかった」41%で、次いで「問題解決の糸口が得ら

れなかった」34%である。 

・医師以外の専門家では、保育者に相談をした親が

33%(父親20%・母親40%)であり、母親が相談している

割合が高い。相談をした親の79%(父親71%・母親82%)

は満足している。 

・また、その他の相談者に相談した親は 13%、栄養士

に相談したのは9%である。多くは満足しているが、不

満であった理由としては、「不安な気持が消えなかっ

た」・「問題の解決の糸口が得られなかった」があげら

れている(表 4-1～3)。 

幼児を持つ親にとって小児科医や保育者は身近な

相談者である。そして、相談をした親の多くが、ほぼ

満足してい右しかし、気がかりなことがあっても専門

家に相談していない親の割合が 43%あり、気軽に相談

できる諸環境が十分に整っていないことが考えられる。 

また、相談して不満がある場合の理由としてあげら

れたのは、「不安が消えない」「問題解決の糸口が得ら

れない」「話を聴いてくれない」あるいは「親が悪いよ

うに言われた」などがあげられており、相談を受ける

専門家は親の不安や心配などを十分に聴く態度を大切

にしていくことで、親の不安な気持ちを軽減すること

ができるものと思われる。また、問題の早期発見の見

地から・その対応が相談者にとって有効であったかど

うかを何らかの方法で確かめることが、問題点をその

ままにせず、次の段階の支援につなげることができよ

う。 

 

2 ) 子どもの発育・発達に関する知識について 

( 1 ) 知識を得る機会の有無 

・発育・発達に関する知識を得る機会があった父親は

52%・母親は79%で、母親の方が知識を得る機会が多い

(表 5-1)。 

・知識を得る機会がなかった親(1648 人)では、「困る

ことがあるので知りたい」父親19%・母親26%、「困ら

ないが知っていたほうがよい」父親63%・母親56%」で

あった。また、父親の16%・母親の15%は「知らなくて

もかまわない」と答えていた(表 5-2)。 

(2)公的機関の「発育発達に関する知識」の情報提供

についての満足度 

・公的機関による「発育や発達に関する知識」につい

て情報提供の方法に満足している割合は、満足とやや

満足を合わせて61%(父親 56%・母親64%)であった(表

6-1)。 

・不満と答えた場合の情報提供の方法については、「子

どもの通っている保育園・幼稚園・学校を通じて提供

してほしい」と望んでいる割合が64%(父親65%・母親

64%)で最も多く、「個別指導や資料を送付してほしい」

が28%(父親9%・母44%)であった。また、「講師や参加

者とのコミュニケーションを取りながらの学習会を要

望」が19%(父親 15%・母親24%)であった(表6-2)。 

知識を得る機会のあった親は、母親の方が多く、父

親は約半数であった。また、発育・発達に関する知識

を得る機会がなかった親の多くが知識を得たいと思っ

ていることからも、特に男性に対する子どもの発育・

発達に関する情報提供の方法を検討する必要があろう。 

働きながら子育てをしている親に対する情報提供の方

法は、親が出向く講演会などではなく、知識や情報を

親の手元に送る方法が望まれている。「知らなくてもよ

い」「自分なりの育児をしたい」と考えている親へのア

プローチも含め、身近な保育園の情報提供機能はます

ますの充実が期待される。また、個別指導を要望して

いる母親の割合が多いことや、コミュニケーションの

ある会なら参加してもよいと思っている親も少なから

ずいることを考慮すれば、インターネットなどによる

双方向のメディアを使った情報提供の方法も有効と思

われる。 

 

3 ) 保育園のあり方に関する満足度と要望 

( 1 ) 1 クラスの子どもの人数と保育者数 

・現在の子ともの人数は最低基準を満たす結果である

が、親は1クラスの子どもの人数は各年齢において現

在の子ども数よりも少ないクラス編成を望んでいる。0

歳児では7人、1歳児8人、2歳児11人、3歳児13人、

4歳児 15人、5歳児 16人、6歳児 15人であり、4～5

歳の場合には、現状より1クラス5}6人少ない子ども

数を望んでいる。 

・希望する保育者数は、0歳児と4～6歳児において現

在よりも若干多い保育者数を望んでいる(表7-1～4)。 

希望する1クラスの子どもの人数は各年齢において

現在の子ども数よりも少ないクラス編成を望んでおり、

4歳児から6歳児においては現在よりも5～6人少ない

人数で、なおかつ保育者数を現在よりも多くして欲し

いという要望がある。子どもの活動や教育など十分に

対応して欲しいという要望があるのではないだろうか。 

( 2 ) 保育園児の年齢層について 

・0歳児から就学まで同一施設での保育を望む割合は、

父親が50%・母親が57%である。 

・0歳から3歳までは同一施設で過ごし、3歳以上は他



の施設での保育を望む割合が父親29%・母親20%である。 

・0 歳児から就学後の学童保育まで同一の保育園でと

いう要望が、父親17%・母親19%ある(表 8)。 

0 歳児から就学まで、あるいは学童保育も同一の保

育園で行って欲しいという要望も少なくはなく、子ど

ものことを把握し理解してくれている保育園で継続し

て保育してもらうことへの期待があると考えられる。 

また、きょうだいが同じ施設に在籍することは送迎な

ど親の負担を軽減させるものである。 

( 3 ) 保育園の健康管理・健康支援 

・「健康診断の回数やその内容」・「保育中の病気やけが

の対応」については、父親の約 70%が、母親の約 80%

が満足している。しかし、「嘱託医など医師との連携」

について満足している割合は、父親57%母親62%である。 

・「給食やおやつの内容」ついては、父親の83%・母親

89%が満足している。「食事指導」に満足している父親

は75%母親 87%である。 

・「子どもの健康に関する知識の提供」に満足している

父親は64%、母親は74%である(表 11-1～6)。 

保育園の健康管理や健康支援に関しては多くの親

が満足しており、特に母親の満足度が高い。母親が保

育園の活動等をよく知っているということであろう。

健康診断や保育中の対応についての満足度は高いが、

医師と連携して子どもの健康管理を行うことに関する

満足度はやや低い。病気やけがなど専門的な医療等を

必要とする場合、医師との連携が十分ではないという

ことであろう。 

(4)通園している保育園で、特別な保育事業を実施す

ることのついての賛否 

・父母ともに賛成が多かった上位3保育事業は、「高齢

者との交流」父親75%・母親85%、「卒園児との交流」

父親73%・母親83%、「地域の親子への園庭開放」「育児

相談」父親67%母親 75%である。また、「障害児保育」

については母親が73%、父親は62%といずれも母親の方

が賛成率が高い。 

・父母ともに約30%の反対があった事業は、「夜間保育」

父親27%・母親30%、「病児または病後児保育」父親30%・

母親29%である(表 12、12-1B～9B)。 

特別な保育事業を通園している保育園で実施する

ことについて、多くの親が賛成を表明している。しか

し、夜間保育や病児あるいは病後児保育に関して反対

をする親が約 30%いた。反対理由を質問していないの

で定かではないが、子どもの立場にたち夜間保育せず

にすむように、あるいは病気の時には親が看護できる

ような雇用制度などの整備を望んでいるとも考えられ

る。 

また、現在通っている施設ではなく、別のところでの

実施を希望する場合も含まれよう。 

( 5 ) 保育の内容や、保育者の対応について 

・「子どもの身体の状態に応じた保育者の対応」に満足

している割合は、父親81%・母親87%で、「生活習慣の

しつけ」について満足している割合は、父親 77%母親

88%である。また、「保育カリキュラム」に満足してい

るのは父親81%・母親84%であり、多くの親は保育者の

対応に満足している。 

・「心の状態に応じた対応」についての満足している割

合は、父親75%・母親78%であり、「子どもの持ち味が

大切にされている」ことに満足している割合は、父親

69%・母親73%である。子どもの個性や心理的な状態に

対する保育者の対応については、前述に比べその割合

がやや低い。 

・「親の子育てに対する精神的サポート」について保育

者に満足している割合は、父親64%・母親69%である。

保育者は一人一人の子どもや親のこころにそった対応

が十分ではないといえる(表 10-1～8)。 

・保育者の「子育て感」や「人権感覚」についての満

足度は、父母ともに約70%である。 

・子どもは機嫌よく保育園に通っているかどうかでは、

約 90%の父母が「子どもは機嫌よく保育園に通ってい

る」と回答しており、子どもが保育園の環境に信頼と

安心感を持ち、家庭環境も安定していると考えられる

割合が高い(表 13)。 

保育の内容や保育者の対応について、親の満足度は

かなりの割合で満たされていた。不満である場合は、

よりきめ細かな個別対応を望んでいる場合であると思

われた。 

( 6 ) 子どもが親と離れて過ごしている時間 

・現在、子どもが親と離れて過ごしている時間は、6

時間未満と答えた父親が3%・母親が3%、7時間が父親

12%・母親15%、8時間が父親22%・母親28%と 8時間が

もっとも多かった。9 時間が父親 16%・母親 21%、10

時間が父親20%・母親21%で、通常の勤務時間に通勤時

間を考慮して8～10時間子どもと離れている割合が、

父親60%・母親70%を占める。11時間離れている割合

は父母ともに8%で、12時間以上は、父親16%・母親4%

であった(平均時間:父親9.43・母親8.81)。 

・親が希望する時間は、6時間が父親7%・母親12%、7

時間が父親7%・母親12%で、7時間以下の希望が父親

20%・母親31%である。8時間が父親27%・母親32%で最

も多い。8～10時間望む割合は父親46%・母親47%と、



いずれも現在の時間よりも短時間であること望んでい

る傾向がある。他方、11時間以上という要望は父親・

母親ともに6%であり、「何時間でもよい」との回答は、

父親16%・母親12%であった(平均時間:父親8.13・母

親7.62)。 

・子どもにとってのよいと思う時間は、父親は5時間

が9%、6時間が18%、7時間が8%、8時間が21%である。

母親は 5 時間が 14%、6 時間が 23%、7 時間が 13%、8

時間が 22%であった。母親の方が子どもにとっては短

い時間がよいとする割合が高いが、父母ともに子ども

が親と離れている時間は、現在の時間より短い方がよ

いと望んでいた。また、親が希望する時間よりも短く

なっていた。「何時間でもよい」との回答は、父親13%・

母親9%であった(平均時間:父親6.67・母親6.43)(表

9-1～3)。 

現在の生活において、多くの親が子どもと離れてい

る時間は10時間以内であり、8～10時間が多くを占め

る。「親の希望」としては、より短時間の方にシフトし

ており、多くの親は6～8時間がよいと望んでいた。ま

た、「子どもにとって」は5～8時間がよいと思ってい

る親が多く、「親にとって」よりさらに短い方にシフト

していた。いずれも母親の方が父親より、短い時間を

望んでいた。親と子が離れている時間は、多くの親が

現状より短くなることが「親にとって」も、「子どもに

とって」も望ましいと考えており、時間的なゆとりを

もって子育てできることを希望している。 

 

4 ) 保育園との連携 

( 1 ) 保育園との連絡や子どもの理解 

・保育園と親の子どものことに関する連絡方法の多く

は「連絡帳」約80%であるが、「面談」もしているとい

う父親が31%、母親が45%あった(表 15)。 

・「子どもの様子について園からの連絡内容で分かる」

と83%の父母が回答している(表 16)。 

・「保護者からの連絡内容が保育者に伝わっているか」

については、父親86%・母親90%がほぼ伝わっていると

回答している(表 17)。 

・「子どものことについて保育者と保護者の間での理解

が一致しているか」ということに関してもほぼ一致し

ていると父親の80%・母親の84%が回答している(表18)。 

( 2 ) 保護者会について 

・「現在、保護者会活動がある」と回答している父親は

60%・母親67%である。そして「保護者会があった方が

よい」は父親74%・母親76%である。 

・保護者会の意味については「園との連携が密になり

保育に反映できる」と多くの親(父母ともに 85%)が考

えている。しかし、保護者会は不要と思っている親(父

母ともに20%)あり、その理由は「保護者の労力や時間

的負担が多いこと」を父親68%・母親85%があげている。

また「保育は園にまかせたほうがよいと思うから」が

父親29%・母親12%であった(表 19～20)。 

保育園と家庭の連絡はほぼ十分行われており、子ど

もの理解もほぼ一致している。また、保育に反映でき

るという理由で、保護者会活動について肯定的である

親が多い。親が保育サービスを受けるという、受け身

に構えるのではなく、保育園に主体性をもって関るこ

とが、保育園と保護者の連携において重要である。 

 

5 ) 対象者自身の現在の生活と気持ちについて 

育児におけるソフト領域でどのような支援が必要

とされているのか、親の生活観や子どもと過ごしてい

る時の気持ちなどを設問した。ここでは全体の傾向を

述べ、「自分は親としてよくやっていると思う群」と「思

わない群」のクロス集計結果については後述する。 

( 1 ) 子どもと過ごしているときの気持ち 

・ほとんどの親が「充実感があって楽しい」「子どもか

ら安らぎを得られる」「面白いことや発見がある」と「い

つも」または「時々そう思う」いう肯定的感情を持っ

ていた(いずれも90%以上)。 

・しかし、否定的感情も時には持つ親も多く、「大変で

どうしたらよいかわからない」と時々そう思う父親

28%・母親37%「煩わしくていらいらする」父親30%・

母親47%、「子どもと一緒にいるのことがいやになる」

父親9%・母親17%であった(表 33)。 

( 2 ) 自尊感情 

・「自分が好き」と答えた父母はともに 51%であった。

父親が肯定する割合が高かった項目は「自分には能力

がある」父親42%・母親29%であった。全体の傾向とし

ては、「自分は親としてよくやっている」父親46%・母

親42%など父母の差は小さかった(表 36)。 

( 3 ) 生活における仕事と育児のバランス 

・仕事と育児のバランスでは、現在「どちらかという

と育児より仕事に比重がかかっている」が男性 38%・

女性35%と最も多かった。「育児より仕事中心」は男性

は34%と多く、女性7%であった。「バランスがとれてい

る」は男性15%、女性25%に留まっていた。 

・希望としては男女とも約 60%が「バランスがとれて

いる」状態を望み、育児に重きを置いた生活を望む割

合は男性16%・女性30%と女性が多く、仕事に重きを置

く生活は男性17%・女性4%に希望が多い傾向であった



(表 34)。 

( 4 ) 仕事の充実感と収入のバランスについて 

・収入と仕事のやりがいのバランスでは、現状・希望

ともに「バランスがとれている」状態が最も多く、現

状では男性31%・女性34%、希望では男性58%・女性64%

であった。 

・仕事にやりがいを求める傾向は男性 16%・女性 12%

とやや男性が多いが、全体としては現状・希望ともに

男女の差が小さかった(表 35)。 

( 5 ) 親( 祖父母)からの援助 

・経済的援助は「かなり」8%、「少し」19%で 27%の親

が援助を受けていた。 

・家事などについては、「かなり」11%、「少し」18%で

29%の親が援助を受けていた。 

・子どもの世話については「かなり」20%、「少し」36%

で 56%の親が援助を受けていた(表 27)。 

( 6 ) 家庭の経済状況 

・現在の経済状態をどのように思うかでは、「ゆとりが

ある」6%、「ややゆとりがある」17%、「普通」38%、「や

や苦しい」25%、「苦しい」13%となっており、全体では、

普通以上が60%である(表 37)。 

( 7 ) 心の状態 

・「ゆとりがある」と答えた父親は6%・母親5%、「やや

ゆとりがある」は父親16%・母親16%、「普通」は父親

39%・母親31%、「ややゆとりがない」は父親27%・母親

34%、「ゆとりがない」はや父親11%・母親14%であった。 

・経済状態との関連でみると、「経済的に苦しく、かつ

心にゆとりがない」父親は5%・母親6%であり、「やや

苦しい」「ややゆとりがない」をふくめると父親22%・

母親25%である(表 38)。 

( 8 ) 生活の満足度 

・現在の生活に満足している父親は 19%・母親は 15%

やや満足しているは父親39%・母親38%、やや不満は父

親15%・母親19%、不満は父親7%・母親8%であった(表

39)。 

6)現在の生活において、自分の性別をとのように受

け止めているか。 

・自分の性別でよかったとした父親は63%・母親は50%

であった。どちらかというとよかったを含めると父親

の79%母親の72%は自分の性を肯定している(表40)。 

・自分が男性であることまたは女性であることをよか

ったと思うのはどのような場合か複数回答で設問し右

「体力・パワーがある」父親43%・母親8%、「行動力が

ある」父親26%・母親9%、「雇用や職場において優遇さ

れる」父親20%・母親6%など、ほとんどの項目で父親

が選択した割合が高かった。「妊娠・出産できる」を除

けば、母親が父親より高い割合で選択した項目は「差

別される立場や弱者の視点で考えられる」(父親 7%・

母親17%)のみであった(表 41)。 

・自分が男性であることまたは女性であることをいや

だと思うのはどのような場合かでは、母親の方が多く

の項目を選択した。「雇用や職場において差別される」

父親3%、母親34%、「社会(しきたりや慣習)で差別され

る。」父親6%・母親33%、「同性の考え方や行動パター

ンがいやに思う」父親7%母親24%などである。父親の

方が高い割合で選択した項目は「家族の期待に応えな

くてはならない」(父親15%・母親8%)であった。 

自分の性別を受け入れないという程否定的な人は

少ないが、後述する未婚者に比べて多くなっており、

結婚生活とその後の仕事しながらの育児経験などの影

響が考えられよう。女性であることがいやだと思うこ

とは男性のそれに比べて非常に多く、職場や社会にお

ける性差別を母親の1/3が感じていた。父親は「家族

から期待をかけられる」ことで男性でよかったと思う

反面、「家族の期待に応えなくてはならない」ことをい

やだ感じる場合があり、両性ともに、生きにくい環境

が社会及び家庭に少なからずあることが分かる。 

 

7)対象者(保護者)が育ってきた家庭環境や家族の様

子 

・育ってきた家庭について「満足している」父親は

69%・母親は67%であった。不満は父親12%・母親18%

であった(表 31)。 

・将来、育った家庭のような家庭を築いていきたいと

思うかどうかでは父親の49%・母親の48%が「そう思う」

と答えており、「そう思わない」は父親30%・母親34%

であった(表 32)。 

自分が育ってきた家庭については、約 70%の親が満

足していたが、育った様な家庭を築いていこうとする

割合は約 50%であった。現在の親たちの中には、自分

たちの価値観で新しい家庭を築いていこうとする意識

があることが伺える。 

 

8)「親としてよくやっていると思わない」群の特徴

について 

「自分は親としてよくやっていると思う群」父親

1052人(56%)・母親1171 人(42%)と「思わない群」父

親410人(18%)・母親535 人(19%)を対象に(表 36-7)、

現在の生活および育った家庭の状況などについてのク

ロス集計を行い、親としての自信がもてないことの背



景について検討した。以下「思わない群の特徴」を述

べる。始めに「思わない群」の割合を示し、()内に「思

う群」の割合を対照させて記す。いずれも危険率1%で

有意な差が認められた項目である。 

・子どもに関する気がかりなことのある割合が高い。

父親43%(33%)・母親55%(38%) 

・子どもの発育・発達に関する知識を得る機会は「な

かった」割合が高い。父親56%(43%)・母親27%(15%)。 

・子どもと過ごすときの気持ちでは、肯定的な項目で

「そう思う」割合が低く、否定的な項目では「そう思

う」割合が高い。肯定的項目で「いつも思う」と答え

た割合でみると「充実感があって楽しい」父親

38%(60%)・母親 24%(52%)、「やすらぎが得られる」父

親41%(62%)・母親32%(57%)、面白いことや発見がある」

父親54%(67%)1母親50%(73%)であった。否定的項目の

「時々思う」では「煩わしくていらいらする」父親

36%(28%)・母親62%(39%)などであった。 

・自尊感情は低い傾向がある。「自分が好き」に「そう

思う」と答えた父親36%(66%)、母親32%(69%)。「魅力

がある」「能力がある」でも同傾向がみとめられ、「取

りえのない人間だ」19%(11%)・母親31%(12%)となって

いる。 

・「仕事と育児のバランスの現在の状態」では「仕事に

比重のかかっている」または「仕事中心」の割合が高

い。父親88%(65%)・母親54%(34%)。そして「仕事と育

児のバランスがとれている」と答えた割合が低い。父

親6%(20%)・母親15%(29%)。 

・仕事と収入のバランスについては、「バランスがとれ

ている」と答えた割合が低い。父親 25%(35%)・母親

29%(37%)。父親においては「やりがいを優先させてい

る」割合が高い。48%(35%) 

・現在の経済状態では「苦しい」と答えた割合が高い。

父親51%(31%)・母親47%(35%)。 

・心の状態では「ゆとりがない」と答えた割合が高い。

父親58%(30%)・母親70%(30%)。 

・現在の生活の満足度では「不満」と答えた割合が高

い。父親38%(17%)・母親43%(20%) 

・自分の性(別)の受け入れでは「自分の性でよかった」

割合が低い。父親77%(84%)・母親61%(79%)。 

・どのような場合自分の性がよかったと思うかでは、

次の項目で選択した割合いが低い。「体力・パワーがあ

る」父親41%(50%)・母親5%(10%)、「行動力がある」父

親 22%(30%)・母親 7%(12%)、「養う力がある」父親

15%(23%)、「女らしさを備えている」母親4%(11%)、「女

は妊娠・出産できる」母親60%(70%)、家族から期待を

かけられる」父親14%(20%)。 

・どのような場合自分の性がいやだと思うかでは、母

親のみ次の項目で選択した割合いが高い。「家庭の中で

差別される」22%(16%)、「能力がない」8%(5%)、「体力・

パワーがない」26%(20%)、「養う力がない」25%(16%)

「家族の期待に応えなくてはならない」13%(8%)「女ら

しさを要求される」23%(13%)「妊娠・出産できる」9%(2%) 

・育った家庭の雰囲気では、家庭の開放性、柔軟性、

ユーモアや安らぎの有無などにおいて、「そう思う」と

答えた割合が低い。「変化に柔軟に対応できた」父親

59%(69%)・母親 54%(71%)、「ユーモアや安らぎがあっ

た」父親56%(66%)・母親60%(69%)、「家族の関係がう

まく行っていた」父親53%(73%)・母親54%(71%)などで

ある。 

・対象者が育ったころの両親については、「協力的で、

価値観や教育方針が一致しており、穏やかな仲の良い

夫婦であった」という印象をもつ割合が低い。「助け合

い協力していた」父親54(68%)・母親42%(65%)、「教育

方針が一致していた」父親33%(50%)・母親41%(56%)、

「仲の良い夫婦だった」父親51%(64%)・母親46%(60%)

などである。 

・育ったころの両親の関わり方では、「尊重された」な

どの印象を持つ割合が低い。「父に尊重された」父親

41%(48%)・母親 40%(52%)、「父は気づかってくれた」

母親45%(57%)、「母に尊重された」父親54%(64%)・母

親52%(66%)などである。両親の関わり方では、その他

の項目でも割合が低い傾向があり、両親からの関りが

相対的に少ないといえる。 

・育った家庭に満足しているかどうかでは、満足度が

低い。満足していると答えた男性 65%(76%)母親

57%(73%)。 

・自分が育ったような家庭を築きたいかでは、そう思

う割合が低い。父親39%(54%)・母親57%(73%)。 

親としてよくやっていると思えない群の特徴は、以上

のように多領域に見いだされ、親としての自信が持て

ない理由には多くの要因が関連していることが推察さ

れる。 

まず、子どもに関する気がかりなことがあり、発育

発達に関する知識を得る機会があまりなかった、とい

う「子育て上の条件」がある。また、経済的に苦しく、

仕事と育児のバランスがとれていない、心のゆとりが

なく、現在の生活に満足していないという、「現在の生

活の条件」、自分の性を肯定的に受け止められない・自

分が好きでないなど「自己肯定感の問題」、育った家庭

や両親の関りから推察される家庭や夫婦像・親役割に



関する「モデルや伝承の問題」などがあげられる。 

このような場合の親への支援は「子育て条件」「現

在の生活の条件」はハード領域の支援サービスが行わ

れることが有効であろうが、「自己肯定感の問題」「モ

デルや伝承の問題」はソフト領域の課題である。 

自分の性をいやだと思う母親は「女らしさを要求さ

れる」「家庭の中で差別される」「家族の期待に応えな

くてはならない」を選択した割合いが高かった。社会

や職場での差別については、親としてよくやっている

と思う群とそうでない群の間で差がないことから、親

としての自信は家庭における性役割規範のプレッシャ

ーや個人における性役割の受け入れの問題に関連して

いると考えられる。個が自己肯定感をもてる家庭環境、

それをサポートする教育・社会環境が大切である。 

「モデルや伝承の問題」は現時点ですでに、次世代の

親(子どもたち)への影響が及んでいるということを示

唆している。すなわち、性別役割分担の問題を含めて、

家庭および社会環境を整え現在育児中の親を支援する

ことは、今子どもである次世代の親を育む作業でもあ

るという意味で重要といえるのである。 

 

9 ) 親と子にとって必要な社会的支援 

( 1 ) 育児支援サービス・配慮して欲しいこと 

・「利用した」または、「今後利用したい」支援サービ

スは「土曜・日曜に利用できる行政窓口やサービス」

が父親73%母親80%と最も希望が多かった。「家庭の事

情を配慮した地域組織の運営(当番や役員)も希望が多

く父親52%・母親60%であった。 

・「子育てに関する相談」父親57%%・母親62%、「仕事

や家族の相談など親個人への精神的サポート」父親

43%・母親59%、ベビーシッターや保育園の送迎に50%

と希望が多かった。育児のヘルパーは 42%、家事のヘ

ルパーは33%であった。 

このように、直接的な育児の支援の必要性が確認で

きるが、それを上回って、行政サービスや地域組織の

運営といった面での、生活基盤の利便性が求められて

いた。育児中の親のサポートで育児以外の面の負担を

軽減するという発想が重要である。また育児相談に止

まらない、親の個人としての問題への対応が求められ

ており、多方面の専門家による相談体制が必要である。 

( 2 ) 利用料について 

・シッターの派遣については「ある程度負担してもよ

い」が 54%と「無料がよい」20%を上回っていた。他に、

「ある程度負担してもよい」の割合の高い項目は「家

事ヘルパーの派遣」41%、「保育園の送り迎え」34%であ

った。一方「育児相談」「親の精神的サポートでは「無

料がよい」が過半数のそれぞれ63%と 54%を占めており、

「ある程度負担してもよい」はそれぞれ9%と10%であ

った。 

育児や家事の支援という代替機能(いわばハード領

域)にはお金をだすが、ソフト領域である精神的サポー

トにはお金を出したくないという傾向がみられる。 

これは、現在の親に対する精神的サポートのあり方に

「少し先輩の親がボランティアで悩みのはけ口にな

る」といった発想であることが理由の1つではないだ

ろうか。精神的サポート体制が「親のライフコースや

ライフデザインを考える手助け」といった専門性を備

えた場合、ある程度の料金設定が受け入れられる可能

性はあろう。しかし、現時点では若い世代が初めての

子育てを行う(危機的状況に陥る可能性のある)時期の

精神的支援の必要性と重要性を親自身がより自覚し、

困った時は積極的に各種サービスを利用することが望

ましく、そのためには料金など運用面で利用しやすい

サービスが提供されなければならない。 

以上から、親が必要としている支援は育児への直接

的支援(代行サービス)とともに、精神的サポートや生

活の利便性を高めることであるいえる。 

 

4 . 小括 

1 ) 子育支援のニーズと実態 

(1)子どもに関する相談体制 

父母にとって、保育園や小児科医は身近な相談相手

であり、対応についての満足度も高い。満足が得られ

ない場合の理由は「解決の糸口が見つけられなかった」

「不安な気持ちが消えなかった」が主であった。この

ようなケースの中には問題が解決せず深刻化する可能

性が考えられ、ファースト・エイドの重要性を再確認

する結果であった。 

(2)情報提供 

子どもの発育発達に関する知識を得る機会は十分

ではなかった。特に父親は知識を得る機会が不十分で

あっ右知識の提供は「保育園を通して」と「個別に対

応」という希望が多く、保育園は情報拠点として、父

親を視野に入れた役割機能の充実が期待される。 

(3)保育内容 

子どもの発育発達保障の根幹となる健康・安全に関

する保育園の対応について、親の満足度が高く、保育

者の対応についてもおおむね満足している親が多かっ

た。機嫌よく保育園に通っている子どもの割合が約

90%であったことにも、親子ともに安心して保育園を利



用している様子が伺えた。一方、保育内容に関する不

満は各項目 10%程度みられ、より細かな対応が必要な

ケースがあるものと思われる。そのためには、子ども

の人数に対する保育者数の検討も必要となろう。 

保育内容に関する満足度は母親が父親に比べて高く、

父親は「どちらとも言えない」が多い。保育園と関わ

りにおける父母の差と言えよう。 

保育園で行われてる特別な事業については、父母と

もに園外との交流に賛成が多く、母親はより積極的で

あった。開かれた保育園としての展開を在園中の親も

望んでいることが分かった。 

(4)保育園との連携 

子どもに関することの連絡の方法は、連絡帳や面談

などでとられており、保育園と保護者の子どもに関す

る理解はほぼ一致していた。保護者会については、「園

との連携が密になり、保育に反映できる」と言う理由

で、父母ともにある方がよいという意見が多かった。 

一方、保護者会に否定的な群では「保護者の労力や時

間的な負担」が主な理由としてあげられ、「保育は園に

任せたほうがよいから」とした親も若干みられた。 

保育がサービスとして供給される時代を迎え、保護

者の自主運営による共同保育の時代に比べ、保護者の

意識は、今後さらに大きく変化していくことであろう。 

平成 11 年度改訂された保育所保育指針にあげられた

保育園と家庭との連携は、保護者が子どもの発育発達

を保障する環境の構築に主体的に関わるために不可欠

である。しかし、保育園を利用しているがために増え

る「保護者の労力や時間的な負担」または「負担感」

とどう折り合いを付けていくかが課題である。 

(5)育児支援サービス・配慮して欲しいこと 

ベビーシッターや育児相談などの直接的な育児の

支援の必要性は高いが、それを上回って、行政サービ

スや地域組織の運営のあり方といった、生活の基盤の

利便性が求められていた。また「仕事や家族の相談な

ど親個人への精神的サポート」も半数の親が望んでい

た。 

子育中の親や家庭支援において、育児以外の生活面の

負担を軽減するという発想が重要である。 

2 ) 子育中の親の気持ちとその背景 

「自分は親としてよくやっていると思う群」と「思

わない群」ついてのクロス集計を行い、親としての自

信がもてないことの背景について検討し為親としてよ

くやっていると思えない群の特徴は、まず、子どもの

ことに関する気がかり・発育発達に関する知識を得る

機会の不足などの「子育て上の条件」がある。また、

経済・仕事と育児のバランス・心のゆとり・現在の生

活の満足感など「現在の生活の条件」、自分の性を肯定

的に受け止められない・自分が好きでないなど「自己

肯定感の問題」、育った家庭や両親の関りから推測され

る「親モデルや子育てモデルの伝承の問題」などがあ

げられる。 

以上の結果から、現在育児中の親への支援は、直接

的な育児支援(ベビーシッターなどの育児代行)の他、

親が主体的に育児に関わることができるような生活環

境を整えることおよび、精神的サポートが重要である。 

1)行政サービスなどの生活環境は働く親にとっての利

便性を高め、育児以外の労力負担を軽減する方向性が

必要である。 

2)育児相談のみならず、親個人の問題をサポートし、

ライフデザインの手助けとなるような、多方面の専門

性をもった相談体制が必要である。 

社会環境を整え、現在育児中の家庭を支援する内容

は、次世代の親を育むという方向性をもってこそ、長

期視野にたった少子対策といえる。すなわち、現在育

児中の親が個人として充実し、親として成熟し、家庭

が機能するような支援システムが次世代の育成へと繋

がるのである。 
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C-3  平成 11 年度「非婚・晩婚化傾向に関するアン

ケート謂査」結果 

 

1  調査の目的 

平成10年度「子育に関するアンケート調査」では、

価値観の継承について調べ、子育中の親が上の世代か

らどのような価値観を受け継いでいるのか、次世代に

はどのような価値観を受け継ごうとしているのかを明

らかにした。本年は未婚者における上の世代から価値

観の継承、および未婚者が次世代へ伝えたい価値観に

ついて調べ、結婚観・家族観・子育て観との関連をみ

る。併せて、自尊感情、自分の性別をどのように感じ

ているか、育った家庭環境なとについて調べ、社会的

環境が現在の青年の価値観に及ぼす影響について検討

する。次世代の育成へと繋がる社会環境あり方を考察

し、施策への提言を行うための資料収集を目的とした。 

 

2  調査方法と対象 

 

1 ) 調査内容 

調査の内容は以下の通りである。 

(1)対象の属性 

(2)結婚観・家族観・子ども観などについて 

(3)性別の受容と自尊感情 

(4)生活の満足感 

(5)育ってきた家庭環境と親との関係 

(6)価値観の世代間継承 

2 ) 調査方法および対象 

企業で働く主に 20～30 代の人を対象として、留め

置き法によるアンケート調査(一部、郵送による個別回

収)を行った。調査票配布数は1,234であった。 

調査場所は、首都圏が482、中部・関西が577、その他

の地域が175であった。調査場所リストは本稿末尾の

資料編に掲載した。 

3 ) 回収率および対象の内訳 

有効回答数1,053(男性437人,女性616人)であった。

回答のあった1,053例のうち、未婚で記載不備のなか

った男性161例・女性353例、計514例を集計対象と

した。未婚の男女別に検討を行った。また、内容によ

っては次の二群別に検討をした。結婚願望を表明して

いる対象を結婚積極群(男性80例・女性176例)とし、

結婚にあまり積極的ではない対象を結婚消極群(男性

80例・女性173例)としてこれら2群の比較を行った。 

 

 

3  結果と考察 

1 ) 対象の属性 

( 1 ) 性別と年齢層 

年齢層は、19歳以下(女性0.3%)、20-24歳(男性24%・

女性40%)、25-29歳(男性5%・女性44%)、30-34歳(男

性 19%・女性 12%)、35-39 歳(男性 4%・女性 4%)、40

歳以上(男性3%・女性0.3%)である。 

( 2 ) 学歴 

・男性:大学卒以上が74%、専門・専修・短大・高専卒

19%、高校卒8%である。 

・女性:大学卒以上が38%、専門・専修・短大・高専卒

57%、高校卒5%である。 

( 3 ) 世帯 

・男性:一人暮らしが76%、親との同居19%、恋人との

同居4%、その他3%である。 

・女性:親との同居が58%、一人暮らし34%、その他5%、

祖父母との同居5%、恋人との同居3%である。 

( 4 ) 職業 

・職業:男女共に常勤勤務者が多く、男性92%・女性93%

で、非常勤および学生が若干名である。 

・職種:男性は、営業・販売が最も多く42%で、次いで

事務24%・サービス業20%である。女性は事務が最も多

く36%で、次いで営業・販売26%、サービス業15%、専

門職15%である。 

( 5 ) 昨年度の年収 

・男性:100～400 万円未満が最も多く 58%、次いで

400-700万円未満で30%、700～1000万円未満が7%であ

る。 

・女性:100～400万円未満が最も多く83%、次いで400

～700万円未満が11%である。なお、100万円未満が3%

で、無収入が2%である。 

( 6 ) 親からの援助 

・男性:親から経済的援助を受けている割合は15%、日

常的生活の援助を受けている割合は14%である。 

・女性:経済的援助を受けている割合は37%、日常的生

活の援助を受けている割合は45%である。 

女性の方が親から経済的あるいは日常生活の援助

を受けている割合が高い。女性は親との同居の割合が

高いこともあり、親からの援助が多いと考えられる。 

 

2)結婚観・子とも観・子育て観・性別役割観につい

て 

( 1 ) 結婚頗望－結婚積極群と消極群 

・結婚積極群:「結婚するつもりの相手がいるので、い

ずれ結婚したい」という結婚予定者は、男性 32%・女



性28%である。また、「結婚相手はいないが、ある程度

の年齢までには結婚がしたい」という結婚願望のある

割合は、男性17%・女性22%である。このように結婚の

意志のある人を「結婚積極群」とすると、積極群は男

性80例(50%)、女性176例(50%)である。 

・結婚消極群:「理想的な相手がいれば、結婚したい」

割合は男性43%・女性44%で、「結婚はしたくないが、

パートナーとなる人が欲しい」は、男性 6%・女性 5%

である。また、「一生結婚するつもりもないしパートナ

ーとなる人もいらない」割合は男女ともに1%である。 

このように結婚に対して消極的な人を「結婚消極群」

とすると、消極群は男性80例(50%)、女性173例(49%)

である。 

男女共に結婚積極群および消極群は各々約 50%であ

る。観男性の消極群の方が高年齢層の割合が高い。女

性の積極群の方が常勤および専門職の割合が高い傾向

がある。 

( 2 ) 結婚観 

・「結婚することによって、より充実した人生を送るこ

とができる」と思う割合は、男性53%・女性51%で、ど

ちらとも言えないという男性が35%・女性37%である。

結婚によって充実した人生が送れると思っている男女

は約半数であり、男女間に差異はない。 

結婚積極群・消極群別にみると、「結婚によって充

実した人生が送れる」と思っている割合が、積極群の

男女では共に61%である。 

・「男性は結婚しなくとも充実した人生が送れる」と思

う割合は男性32%・女性39%で、そうは思わないという

男性が33%・女性20%である。 

・「女性は結婚しなくとも充実した人生が送れる」と思

う割合は、男性34%・女性37%、そうは思わないという

男性が31%・女性20%、どちらとも言えないが男性34%・

女性42%である。 

男女共に、一般論としては結婚したら充実した人生

が送れると思っている人が約半数である。結婚積極群

の男女は消極群に比べ、結婚したら充実した人生が送

れると肯定的な考え方をしている割合が高い。しかし、

結婚は男にとって・女にとって人生を充実させものか

と・自分に引き寄せて考える場合には賛否両論に分か

れ、また、どちらとも言えないという意見もあり、男

女共に懐疑的傾向がある。 

( 3 ) 子ども観・子育て観 

・子どもの存在について 

「子どもは自分の生命を伝える存在として大切」と思

う割合は、男性69%・女性53伽「社会の次世代の担い

手として大切」と思うは、男性86%・女性82%。「うる

おいや活気を与える存在」であると思うは、男性80%・

女性 83%である。男性は「自分の生命を伝える存在」

と思う割合が女性に比べ高く、女性はどちらともいえ

ないという割合が高い。 

結婚積極群と消極群とでは差異はないが、男女共に

積極群の方が子どもは「自分の生命を伝える存在」・「活

気を与える存在」として大切という割合が高い傾向が

ある。 

・子ども好きについて 

「子ども好き」と思う割合は、男性61%・女性65%であ

る。しかし、「自分の子どもはかわいい」と思うは、男

性86%・女性92%である。女性は男性と比べ、「自分の

子どもならかわいい」という割合が高い。 

男女共に積極群は消極群に比べ「子ども好き」・「自

分の子どもはかわいい」と思う割合が高い傾向がある。 

・子育てについて 

「子育てには面白いことや発見がある」と思う割合は、

男性81%・女性91%で、「子育てによって親は犠牲にす

るものが多くある」と思う割合はは、男性 59%・女性

48%である。女性は子育てによって犠牲にするものがあ

るが、面白いこともあるという割合が高い。 

・「子どもを生み育ててこそ人として一人前である」と

思う割合は、男性34%・女性19%で、そうは思わないと

いう割合が男性32%・女性44%である。女性は男性に比

べ、子育てが人の成熟性をあらわすものではないと思

う割合が高い。 

・「子どもがいなくとも充実した結婚生活ができる」と

思う割合は、男性40%・女性49%で、そうは思わないが

男性26%・女性13%である。女性は男性に比べ、子ども

の存在によって結婚生活の充実は左右されないと思っ

ている割合が高い。 

結婚積極群と消極群とでは、男女共に積極群の方が

「子どもを生み育てこそ一人前」と思う割合が高い傾

向がある。また、男女共に消極群では「子どもがいな

くとも充実した結婚生活ができる」と思っている割合

が高い傾向がある。 

( 4 ) 希望子とも数 

・子どもを「2人欲しい」と思う割合は、男性57%・女

性56%、「3人欲しい」割合は男性16%・女性18%である。

男女共に子どもを2-3人欲しいと思っているが、子ど

もはいらないという割合は男女共に6%である。 

・結婚消極群の男女では、子どもはいらないという割

合が高く、男性10%・女性8%である。 

 



( 5 ) 性別役割観について 

・「男性は家事や育児を分担すべきである」と思う割合

は、男性62%・女性75%である。「男性は働き、女性は

家庭を守るのがよい」と思う割合は男性20%・女性7%

で、そうは思わない割合は男性37%・女性47%である。

男性は女性に比べ、家庭生活に関しては固定的性別役

割観のある人の割合が高い。女性は男性も家庭責任を

担う責任があると考えており、固定的性別役割感のあ

る人の割合は少ない。 

しかし、個人の生き方あるいは考え方として固定的

性別役割観を問われると、「男性は仕事に影響しない程

度に家庭生活を大切にするのがよい」と思う割合が、

男性45%・女性42%で、どちらとも言えないが男性38%・

女性16%である。また、「女性は家庭生活に影響をしな

い程度に仕事をするのがよい」と思う割合は、男性は

45%・女性42%で、どちらともいえないが男性38%・女

性39%である。 

以上のように、家庭生活ではなく個人のあり方とし

て問われると、約半数の男女が固定的性別役割観を持

っているといえる。 

・結婚積極群および消極群別に家庭生活における性別

役割観を比べると、「男性は家事や育児を分担すべきで

ある」と思う割合が、女性積極群73%・消極群77%、そ

うは思わないという割合が女性積極群 5%・消極群 1%

である。女性の消極群では、男性は家事や育児を分担

すべきであると考えている人の割合が高い傾向がある。

また、「男性は働き、女性は家庭を守るのがよい」と思

わない割合は、男性積極群29%・消極群45%である。男

性の消極群では、女性に対する性別役割観を持つ割合

が低い傾向がある。 

「男性は仕事に影響しない程度に家庭生活を大切にす

るのがよい」と思う割合は、男女共に積極群の割合が

高い傾向がある(男性積極群54%・消極群45%、女性積

極群53%・消極群48%)。 

「女性は家庭生活に影響しない程度に仕事をするのが

よい」と思わない割合は、男性積極群13%・消極群18%

である。 

男性は女性に比べ、家庭生活に関して固定的性別役

割観のある人の割合が高い。しかし、考え方全体をみ

ると、男女ともに固定的性別役割観がまだあるといえ

よう。結婚消極群では男女ともに、固定的性別役割観

に対して否定的な人の割合が高い傾向がある。 

 

3 ) 性別の受容と自尊感情 

( 1 ) 性別の受容 

・「自分の性でよかった」と思う割合は、男性74%・女

性52%で、そうは思わないという割合が男性2%・女性

9%であり、女性は自分の性別を受容している割合が低

い。 

結婚積極群の男性は消極群に比べ、性を受容している

割合が高い(積極群81%・消極群66%)。 

・自分の性をどう受容しているか 

［自分の性をよかったと思う場合］:男性は、「体力・

パワーがある－42%」、「理屈抜きによい－39%」、「男は

妊娠・出産しない－19%」である。女性は、「女は妊娠・

出産できる－41%」、「理屈抜きによい－31%」、「女らし

さを備えている－28%」である。 

積極群の女性は消極群に比べ、自分の性がよいと思う

場合は、「妊娠・出産できるのでよい－47%」・「家庭で

優遇されるのでよい－13%」・「社会で優遇されるでのよ

い－22%」であり、積極群の方が自分の性でよかった思

う割合が高い。 

［自分の性がいやだと思う場合］:男性では、「家族の

期待の期待に応えなくてはならない」・「男らしさを要

求される」の2項目が各々14%である。女性は、「雇用

や職場で差別される－35%」、「社会で差別される－31%」、

「同性の考えや行動パターンをいやに思う－26%」、「女

らしさを要求される－23%」・「体力・パワーがない－

23%」である。 

男性は、自分の性をいやに思う場合が少ない。特に、

積極群の男性は自分の性を肯定的に受けとめている割

合が高い。積極群の女性は消極群に比べ、社会的な性

的差別を感じる割合が低い傾向があり、家庭や社会で

女性は優遇されていると思う傾向がある。 

( 2 ) 自尊感情 

・男性では「自分が好き」という割合が62%・「取り得

えがないとは思わない」が 57%、「周囲に受け入れられ

ていないとは思わない」が 52%、「成果が認めてもらえ

ないとは思わない」が51%などである。 

・女性は「周囲に受け入れられていないとは思わない」

が67%、「運が悪いとは思わない」が 60%、「自分が好き」

が56%、「取り得がないとは思わない」が55%である。 

男女を比べ差異があった項目は、「自分が好き－男

性32%・女性24%」・「魅力があるとそう思う－男性12%・

女性8%」・「能力があると思う－男性19%・女性7%」・「平

均的だとやや思う－男性14%・女性31%」」である。 

・男性の結婚積極群と消極群を比べると、「平均的であ

るとは思わない」が積極群23%・消極群46%である。 

・女性の2群を比べると、「魅力があるとはそうは思わ

ない」が積極群21%・消極群12%、「能力があるとはそ



うは思わない」が積極群23%・消極群15%、「とりえが

ない人間だとそう思う」が積極群6%・消極群2%である。 

結婚積極群の男女の自尊感情は、消極群に比べ消極

的意味合いの傾向がある。 

 

4 ) 生活の満足感 

( 1 ) 経済状態 

・「普通」だと思う割合は男性44%・女性52%、「苦しい」

と思う割合は男性14%・女性6%であり、経済的に苦し

いと思っている割合は男性の方が高い。 

・結婚積極群と消極群との間では差異はない。 

( 2 ) 心の状態 

・「普通」だと思う割合は男性35%・女性38%、「ゆとり

がない」と思う割合は男性15%・女性8%であり、心に

ゆとりのない割合は男性の方が高い。 

・結婚積極群と消極群との間では差異はない。 

( 3 ) 現在の生活の満足度 

・「満足している」割合は男性31%・女性47%で、女性

の方が満足している割合が高い。 

・結婚積極群の男性は「満足している」割合が 44%、

積極群の女性も 52%で、積極群の方が現在の生活に満

足している割合が高い。なお、両群間に年収・親から

の経済的援助の差異はない。 

 

5 ) 育ってきた家庭環境と親との関係 

( 1 ) 育ってきた家庭の雰囲気 

・「さまざまな人の付き合いがあったと思う」割合が男

女共に 72%、「変化に柔軟に対応できたと思う－男性

69%・女性68%」、「考えなどを自由に話せる雰囲気があ

ったと思う－男性57%・女性63%」、「感情が出せる雰囲

気があったと思う－男性63%・女性70%」である。そし

て、「ユーモアがあったと、そう思う」と印象深く思っ

ている男性29%・女性42%で、「家族の関係がうまくい

っていたと思う」割合が男女共に69%である。 

・結婚積極群と消極群の女性では、「ユーモアがあった

と、そう思う－積極群49%・消極群36%」、「考えなどを

自由に話せる雰囲気があったと思う－積極群 42%・消

極群 32%」、「家族の関係がうまくいっていたと思う－

積極群47%・消極群36%」である。なお、男性の2群間

では差異はない。 

( 2 ) 育った頃の親の夫婦関係 

・男女共に約半数は、親は「助け合い協力していた」・

「お互いの考えを尊重していた」・「子育てや教育の考

えは一致していた」、そして「冷たくなく、感情をぶつ

け合うこともなく、穏やかな間柄で、仲のよい夫婦だ

った」と、親の関係をみている。 

・結婚積極群および消極群の男性では、「親の価値観な

どが共通していたとは思わない」割合が積極群 16%・

消極群40%」、「穏やかな雰囲気の間柄だとは思わない」

が積極群9%・消極群26%、「仲のよい夫婦だとは思わな

い」が積極群3%・消極群16%である。 

女性では、「協力していたとは思わない」が積極群

3%・消極群 8%、「仲のよい夫婦だったと、そう思う」

と強く肯定する割合は積極群42%・消極群32%である。

男女共に消極群は積極群に比べ親の夫婦関係がよくな

かった割合が高い。 

(3)対象者が中学生から 20 歳前後頃までの親のかか

わり方 

・[父親について]:男性の父親の関わり方は、「行動に

口をはさまないが気づかってくれていた」と配慮的で

あったが割合が67%、「尊重してくれていた」が54%で

ある。女性の父親も「配慮的である－57%」・「尊重的で

ある－50%」であるが、父親が「指示的である－27%」・

「いつも行動を共にしたり側にいたがる(依存的)－

23%」で、男性の父親に比べこれらの割合が高い。 

・[母親について]:男性の母親の関わり方は、傾聴的・

配慮的そして尊重してくれていた割合が高い。しかし、

指示的な母親が54%、また、依存的な母親が30%で、母

親が過干渉であった割合も低くはない。女性の場合も

男性と同傾向を示すが、「傾聴的－44%」・「依存的－38%」

であり、男性よりもこれらの割合が高い。また、「女ら

しさ」を母親に求められたのは70%であり、男性が「男

らしさ」を求められた割合の19%よりも高い。 

・男性の結婚積極群は消極群に比べ、父親が傾聴的で

あった割合が高い(積極群48%・消極群38%)。また、母

親が指示的であったと思う割合も高い(積極群71%・消

極群54%)。両群の女性では父親や母親の関わり方に差

異はなく全体と同傾向を示している。だが、母親から

「尊重されて育てられたとは思わない」という割合が

消極群の方が高い(積極群22%・消極群10%)。 

父親は男子に対しては配慮的で尊重する関わり方

をしていた傾向があるが、女子に対してはやや指示的

あるいは依存的関わり方の割合が高い傾向がある。母

親は男子にも女子にも指示的あるいは依存的な関わり

方をしている割合が高い。積極群の男性の母親は指示

的であった割合が高い。 

(4)育ってきた家庭に対する満足感と育ってきた家

庭をモデルにしたいか 

・男女共に「育ってきた家庭に対して満足をしている」

割合は、男性59%・女性53%である。しかし、「育って



きた家庭のような家庭を将来築きたいか」という問い

に対して、そう思うと積極的にモデルにしたいと思っ

ている割合は、男性34%・女性33%である。 

・積極群の男性が「育ってきた家庭に満足している」

割合は61%、消極群では56%である。そして、「育って

きた家庭のような家庭を将来築きたいと思う」割合は

積極群41%・消極群26%で、積極群男性は育って家庭を

将来モデルにしたいという割合が高い。女性では「育

った家庭に満足している」割合は積極群 54%・消極群

52%である。そして、「将来築きたい」とモデルにした

い割合は、積極群39%・消極群28%である。積極群の女

性も男性と同様に、育ってきた家庭を将来モデルにし

たいと思っている割合が高い。 

結婚積極群の男女では、育った家庭に対する満足度

およびモデルにしたい割合も高い。積極群では、親と

の関係を良好であった、あるいは夫婦関係がよかった

などと思う割合が高いことも関係していると考えられ

る。 

 

6 ) 価値観の世代間継承 

価値観の世代間継承をみるために、対象者の親の価

値観と、対象者自身が次の世代に大切にしてほしい欲

しいと思う価値観について検討した。なお、価値観に

については、次に示す観点から40項目を作成し5件法

で調査をした。 

・生き方一社会性(規範性・責任感・自立性)、人生観、

考え方、対人関係のあり方 

・家族観一夫婦関係、子どもとの関係、親との関係、

家族の協力関係、暮らし方 

・伝統観一家庭や地域の慣わし等の継承 

 

[ 男性対象者について]  

( 1 ) 父親の価値観 

・結婚積極群の平均得点1.0以上(そう思うと肯定的回

答)は 10項目で、「不正や悪いことを許さない1.48」・

「自分の言動に責任を持つ1.38」・「自分の親を大切に

する1.20」・「誇りを持って生きる1.18」・「経済的・精

神的・生活面において自立する 1.15」・「忍耐強い

1.14」・「問題から逃げずに誠実に対応する1.10」・「自

分の信念をつらぬく 1.08」・「自分の子どもを慈しむ

1.04」・「夢を持つ1.0」である。・消極群の平均得点1.0

以上は5項目で、「不正や悪いことを許さない1.25」・

「自分の親を大切にする1.06」・「経済的・精神的・生

活面において自立する1.04」・「自分の子どもを慈しむ

1.01」・「自分の言動に責任を持つ1.00」である。 

・積極群の平均得点の方が有意に高かった項目は、次

の6項目である。「夢を持つ」・「視野の広い考え」・「様々

なことに挑戦する」・「自分の言動に責任を持つ」・「お

金が大切」・「誇りを持って生きる」である。 

対象全体の男性の平均得点 1.0 以上は、「不正など

を許さない1.37」・「自分の言動に責任を持つ1.19」・

「自分の親を大切に 1.14」・「自分の子どもを慈しむ

1.03」・「誇りを持って生きる1.01」の 5項目である。 

後述する女性の父親の価値観に比べ、成り行きに任せ

る傾向がある。しかし、「問題から逃げない・性別で差

別をしない・人の弱さなどを気づかう・人の気持ちが

わかる」という項目の得点は女性よりも高い。 

( 2 ) 母親の価値観 

・積極群の平均得点1.0以上は11項目で、「不正など

を許さない1.54」・自分の親を大切にする1.38」・「自

分の子どもを慈しむ1,27」・「自分の言動に責任を持つ

1.26」・「家族の支えあいなどを大切にする1.20」・「子

どもとの暮らしを大切にする1.18」・「人の弱さやなど

を気づかうことができる1.16」・「配偶者との関係を大

切にする1.12」・「人との調和を重んじる1.10」・「人の

気持ちがわかる1.09」・「忍耐強い1.06」である。 

・消極群の平均得点1.0以上は13項目で「自分の親を

大切にする1.32」・「自分の子どもを慈しむ1.31」・「不

正などを許さない1.27」・「人の弱さなどを気づかうこ

とができる1.23」・「家族の支えあいなどを大切にする

1.20」・「子どもとの暮らしを大切にする1.19」・「自立

する1.06」・「自分言動に責任を持つ1.06」・「人との調

和を重んじる1,05」・「性別で人を差別しない1.05」・

「人の気持ちがわかる1.01」・「忍耐強い1.00」である。 

・積極群の平均得点の方が消極群に比べ有意(5%)に高

かったのは「不正や悪いことを許さない」の1項目で

ある。 

対象全体の男性の平均得点 1.0 以上は、「不正など

を許さない1.41」・「自分の親を大切に1.35」・「自分の

子どもを慈しむ1.30」・「家族の支えあいなどを大切に

1.20」・「子どもとの暮らしを大切にする1.19」・「人の

弱さなどを気づかう1.19」・「自分の言動に責任を持つ

1.16」・「人との調和 1.07」・「人の気持ちがわかる

1.05」・「忍耐強い 1.04」・「配偶者との関係を大切に

1.02」・「自立1.00」の 12項目である。 

後述する女性の母親の価値観に比べ、「成り行きに任せ

る」あるいは「仕事に生きがいがあると思う」という

平均得点は男性の方が高い。また、母親が「信仰心を

大事にする」ということに関しては、そうは思わない

と男性の方が否定的である。 



( 3 ) 次世代に大切にして欲しいと思う価値観 

積極群の平均得点 1.0 以上は 26 項目であるが、そ

の中で平均得点 1.5 以上を次に記す。「生活は楽しく

1.61」・「不正などを許さない1.59」・「人の弱さなどを

気づかう1.54」・「自分の言動に責任を持つ1.52」・「理

想を持って生きていく1.51」の 5項目である。 

消極群の平均得点 1.0 以上は 23 項目で、平均得点

15以上は、「生活は楽しく1.59」・「自分の言動に責任

を持つ1.52」の 2項目であるが、人の弱さなどに気づ

かうなどの共感性の得点や、家族を大切にするという

諸項目の得点が高い。 

積極群の平均得点が有意(5%)に高かったのは、「不

正や悪いことを許さない」̀様々なことに挑戦する」の

2項目である。 

 

男性対象者の価値観継承の特徴を検討すると、結婚

積極群・消極群両群ともに次世代へ継承したいと思っ

ている父母の価値観は、「規範性を大切にし、言動に責

任を持ち、親を大切にし、子どもを慈しむ」ことであ

る。 

対象者が継承したいと思っている母親の価値観は、「人

の気持ちがわかるなどの共感性や人との調和、そして

家族が支えあい子どもとの暮らしを大切にすること」

であ乱対象者の多くは、家族とその暮らし、そして人

に対するやさしさを次世代に継承していきたいと思っ

ている。 

親世代ではあまり重視されてこなかったが、対象者

自身が次世代に継承したいと思っている価値観は、「生

活を楽しみ、ユーモアと理想を持って一日一日を大切

に生きていく。また、物事に対しては視野を広くイメ

ージを豊かにしてみる」ことである。 

価値観継承における結婚積極群の特徴は、前述した

父親の生き方や価値観の継承の他に、「問題から逃げな

い・誇りと信念を持って生きる」ことを次世代に継承

したいと思っている。積極群では父性的な生き方を次

世代に継承したいという思いが強いといえよう。 

対象全体の男性の平均得点 1.0 以上は、「自分の言

動には責任を持つ1.53」を筆頭に24項目で、積極群

の内容とほぼ同じである。 

後述する女性の継承したい価値観に比べ、「成り行

きに任せる」・「信仰心を大事にする」という2項目で

は、男性の平均得点が有意(5%)に低く、否定的である。 

しかし、「論理的思考が大切」・「競争心」・「誇りを持っ

て生きる」という項目の平均得点は有意(5%)に高い。 

 

【女性対象者について】 

( 1 ) 父親の価値観 

・結婚積極群の平均得点1.0以上は6項目で、「不正な

どを許さない1.40」・「自立する1.24」・「自分の親を大

切にする1.20」・「自分の言動に責任を持つ1.19」・「自

分の子どもを慈しむ 1.12」・「自分の信念をつらぬく

1.01」である。 

・消極群の平均得点1,0以上は、「自立する1.21」・「不

正などを許さない 1.18」・「自分の親を大切にする

1.12」・「自分の子どもを慈しむ1.04」の4項目である。 

・積極群の平均得点が有意(5%)に高かった項目は、「問

題から逃げずに誠実に対応する」・「不正などを許さな

い」・「配偶者との関係を大事にする」「仕事に生きがい

がある」4項目である。 

対象全体の女性の平均得点1,0以上は6項目で、「不

正などを許さない1.30」・「自立する1.22」・「自分の親

を大切にする1.20」・「自分の子どもを慈しむ1.08」・

「自分の言動に責任を持つ1.08」である。 

前述した男性の平均得点に比べ有意(5%)に高い項

目は、「お金が大切」・「仕事は生活のためにする」であ

る。女性は、父親の生き方を仕事中心であったとみで

いた傾向がある。 

( 2 ) 母親の価値観 

・結婚積極群の平均得点1,0以上は、「不正などを許さ

ない1.44」・「自分の親を大切にする1.44」・「自分の子

どもを慈しむ 1.30」・「人の弱さなどを気づかう

1.23」・「生活は楽しく1.16」・「子どもとの暮らしを大

切にする1.15」「家族の支えあいを大切にする1.12」・

「自分の言動に責任を持つ1.11」・「人との調和を重ん

じる1.08」・「配偶者との関係を大切にする1.05」・「人

の気持ちがわかる1.05」の 11項目である。 

消極群の平均得点 1.0 以上は、「不正などを許さな

い1.39」「自分の親を大切にする1.38」・「自分の子ど

もを慈しむ 1.25」・「子どもとの暮らしを大切にする

1.15」・「家族の支えあいを大切にする1.14」・「生活を

楽しむ1.14」・「人との調和を重んじる1.13」・「忍耐強

い1.11」・「自分の言動に責任を持つ1.09」・「人の気持

ちがわかる1.06」「忍耐強い1.00」の10項目であるで

ある。 

・積極群の平均得点が有意(5%)に高かったのは「配偶

者との関係を大切にする」・「物事は理屈通りには行か

ない」の2項目である。消極群の方が有意に高い項目

は、「忍耐強い」である。 

対象全体の女性の平均得点 1.0 以上は、「不正など

をゆるさない1.41」を筆頭に10項目で、「性別で差別



をしない0.82」の項目を除いて積極群の内容とほぼ同

じである。 

前述した男性の平均得点に比べ有意(5%)に高い項

目は、「生活は楽しく」・「ユーモアがある」・「お金が大

切」である。 

( 3 ) 次世代に大切にして欲しいと思う価値観 

結婚積極群の平均得点1.0以上は26項目であるが、

その中で平均得点 1.5 以上を記すと「生活は楽しく

1.78」・「自分の言動に責任を持つ1.57」・「配偶者との

関係を大事に1.57」・「人の弱さや痛みを気づかうこと

ができる1.55」・「自分の親を大切に1.53」・「不正など

を許さない1.51」の 6項目である。 

・消極群の平均得点 1.0 以上は 26 項目で、平均得点

1.5以上は、「生活は楽しく1.75」・「自分の言動に責任

を持つ1.55」・「人の弱さやなどを気づかう1.55」・「自

分の親を大切に1.54」・「自立する1.53」・「自分の子ど

もを慈しむ1.52」の 6項目である。 

・積極群の平均得点が有意(5%)で高い項目は、「仕事は

生活のためにする」であり、消極群の方が有意に高い

項目は「経済面などで自立する」である。 

両群共に、次世代に継承したいと思っている価値観

は「生活は楽しく、そして人の弱さが痛みに対する共

感性などがあり、親を大切にし子どもを慈しむこと」

である。両親の価値観において否定的であった「信仰

心を大事にする」という価値観は、対象者も次世代に

は継承したくはないとしている。 

積極群は消極群に比べ、「不正等は許さない、パー

トナーとの関係や子どもの暮らしを大切にする」とい

うことなど継承したいという思いがあり、家庭生活を

重視している傾向がある。また、積極群における価値

観継承の特徴は、父母が大切にしていたと思われる「配

偶者との関係を大切にする」ことであり、次世代にも

継承したいと思っている。 

消極群では「経済的・精神的・生活面において自立

する、競争心を持つ、様々なことに挑戦する」という

こと等を継承したいという思いがあり、自立的に生き

ることを重視している傾向がある。消極群における価

値観継承の特徴は、父親の価値観である「自立する」

と母親が大切にしていたと思われる「忍耐強さ」であ

る。 

女性対象者の結婚積極群・消極群両群の価値観継承

の特徴を検討すると、両群共に次世代へ継承したいと

思っている父母共通の価値観は、「規範性を大切にし、

言動に責任を持ち、親を大切にし子どもを慈しむ」こ

とである。また、継承したい父親の価値観は「自立す

る」で、継承したい母親の価値観は「生活は楽しく、

人の弱さや痛みがわかり人との調和を重視し、家族が

協力し合い子どもとの暮らしを大切にすること」であ

る。 

継承したい親世代の価値観は男性と同傾向である

が、女性は男性よりも母親の「生活は楽しく」という

考え方を次世代にも継承したいと思っている。対象者

が親世代よりも大切にし次世代に継承したいと思って

いる価値観は、「生活を楽しみ、豊かな感性を育むこと。

ユーモアと理想と誇りを持ち一日一日を大切に生きて

いもそして、物事に対しては視野を広く持ちかつイメ

ージを豊かにしてみ、様々なことに挑戦していく。性

別で人を差別しない」ことであると考えられる。 

対象全体の女性の平均得点 1.0 以上は 26 項目であ

り、1.5以上は「生活は楽しく1.76」・「自分の言動に

責任を持つ1.56」・「人の弱さなどに気づかう1.55」・

「自分の親を大切に1.54」・「配偶者との関係を大切に

する1.52」の 5項目である。 

前述した男性の平均得点に比べ有意(5%)に高い項

目は、「生活は楽しく」・「一日一日を大切に生きる」・「ユ

ーモアがある」・「自分の親を大切にする」である。 

 

4 . 小括 

価値観の継承の分析を通して、独身者の次世代育成

について検討する。 

継承したい価値観の中でも家族の協力や子どもと

の暮らしを大切にするという得点が積極群の方が高い。

これらは、結婚積極群の親自身が大切していたと思わ

れる価値観でもある。育ってきた家庭環境の結果でも、

積極群の親の夫婦関係などはよく、積極群の男女は育

ってきた家庭生活のあり方を肯定的に受けとめている

と考えられる。また、育ってきた家庭をモデルにした

いかという回答においても「そう思う」という肯定的

な割合が消極群に比し有意に高いという結果である。 

結婚積極群の男性は、父親や母親の中の父性的考え

方や社会性のある生き方をみており、次世代へ継承し

ていきたいという思いがある。また、積極群の女性の

場合は、母親の中に父性的考えや社会性のある生き方

を見ている。 

結婚消極群では「自立性が大切であるとか、ユーモ

アを大切に、そしてイメージ豊かに、また、挑戦的に」

という考え方や生き方を次世代に継承していきたいと

積極群よりも思っている。また、消極群の女性は、「論

理性や、視野の広さ」ということを継承したいという

思いがある。 



消極群では育ってきた家族や家庭の状況がよくな

かったという割合も高いが、次世代に対しては積極的

な考えや価値観を継承したいと思っていると考えられ

る。 

以上のように、親の価値観・親子関係・親の夫婦関

係など、親の生き方が子ども世代の結婚・家族の形成

というライフコースの選択に影響を与えていることが

今調査の結果から示唆された。 

 

家庭生活のあり方や子育て、そして人としてどう生

きるかということなどに関して、よきモデルがあり継

承されていくことは大切である。しかし、結婚積極群

にみられるように育ってきた家庭をよかったと受けと

められてはいるが、親との関係などでは自立的ではな

い面もある。また、対象女性全体でみると、父親の生

き方や価値観等を十分に理解できる状況がなかったの

か、あるいは父親の考え方を肯定しにくいのか、女性

の父親像が明確にみえてこない。経済成長時代の父親

を持つ世代では、父親の生き方を知ったり、父親に触

れる機会が少なく、特に異性である父親を知ることは

女性にとっては難しい状況だったいえる。 

親そして個人としての生き方が子どもの心にモデ

ルとして、時には反面教師像として映ることができ、

子世代は問い返しをしながら前世代のよきものを継承

し、新しい価値観などを加えていくことが大切である。

若い世代にはその兆しがある。「仕事中心ではなく、生

活は楽しくそして家庭生活を大切にしょうという価値

観」が台頭してきていることである。 

今、若い世代が仕事や子育てや家庭生活、そして個

人の生活を安心して過ごし暮らせる社会環境を整えて

いくことが大切である。 

対象の独身者の半分は結婚消極群である。我々の平

成 9年度の調査時には消極群は40%であった。数年の

うちに社会状況が変化し、雇用・年金など保障のない

状況もあり、長期の生活設計をすることが難しい時代

になってきている。 

若い世代が夢と希望のもてるライフデザインがで

きるような社会環境づくり、その一つとして子育て支

援策がより整備され、安心して家庭生活をおくること

ができるというブランや情報を提供していくことも大

切である。まさに今、「社会の養育力」が問われている

のである。 
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C - 4  結婚・出産・育児の感情浮沈図調査 

    -専業主婦の育児危機と対処法- 

 

目 的 

 本研究は、女性が結婚、出産してから現在に

至るまでの様々な出来事を「感情浮沈図記録」

を用いて明らかにし、そこから導き出された育

児中の母親の満足感、困難感の要因を析出する

ことによって、少子時代の子育て支援策のあり

方を検討するために実施した。 

 本研究で「結婚・出産・育児の感情浮沈図記

録」を用いることの意義は、次のとおりである。

｢いかなる人も、その中で生起する出来事は､彼

女自身及び彼女の家族や、彼女の友人、親戚な

ど当該集団構成員の記憶の中に意味づけされる。

結婚、出産、育児の記憶をたどれば、その出来

事をめぐって生じたさまざまな喜びや悩みが思

い出される。そして、その喜びの共有や悩みを

克服するために、なんらかの対処が彼女らによ

って展開されたはずである。さらにこのような

一連の活動は、彼女らのその後の人生、生活に

なんらかの影響を及ぼしてきた」からである。 

 

方 法 

 I 県内の母親(長子が小学校以上で乳幼児の

子育てを終了した者)６名を対象に、聞き取り調

査を実施した。調査時間は、一人あたり約 90

分、調査員は 2 名で実施した。 

 使用した調査項目は、Reuben Hill1)の研究

からヒントを得て 1983 年に島内が開発したも

のをもとに、今回の母親用に改定したものであ

る。調査の内容は、 

Ａ．社会的特性 

Ｂ．結婚・出産・育児の感情浮沈図記録 

Ｃ．結婚・出産・育児の感情浮沈の内容 

である。 

 インタビュー調査の主な内容は、不調な出来

事と順調な出来事別に、1.時期と内容、2.困難

性と良好性、3.原因の認知（当時と現在）、4.

対処の方法、5.影響などである。 

 調査は、結婚・出産・育児の感情浮沈図記録

票（説明用）を用いて、調査員が浮沈図の説明

をし、その後、対象者自身が感情浮沈図を記入

した。記入された感情浮沈図に基づいて、その

山（順調）と谷（不調）の内容について調査者

が質問し、記録した。 

 なお、本調査を補完するためにＳ県の子育て

ネットワーク役員を対象にグループインタビュ

ーを実施した。 

 

結 果 

《ケース 1 》 

☆社会的特性：35 歳、結婚9 年目。核家族、自

営業の夫と子どもは2人（小学校1年生の長女、

年長の長男）。結婚前、非常勤で働いた経験があ

る。 

☆結婚・出産・育児の感情浮沈図：図 1 

☆最も不調だった出来事：近隣の母親同士の人

間関係 

(1)時期と内容 

 長女を出産し、育児を始めた頃から、第2 子

の長男を出産する頃まで。同じ子育て中の母親

が多い住宅地だったため、人間関係が難しかっ

た。 

(2)困難性 

 表面上は仲良くしているが、感情の行き違い

があると仲間はずれにされる。同一行動を要求

されるように感じていた。 

(3)原因の認知 

 自分が抜けたいという気持ちが、ストレスと

なっていた。グループ行動の頻度が高いと苦痛

になる。 

(4)対処の仕方 

 同じ町内なので、つかず離れずの関係になる

よう距離を持てばいいと気づいた。自然と消極

的に行動した。 

 夫に相談もしたが、夫の反応は鈍く、引っ越

したいと考えたこともあった。友人に相談する
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と子どもがたくさんいる地域は「うらやましい」

といわれた。 

(5)影響 

 たくさんの母親がいるので、気の合う人もい

ることがわかった。子どもにとっては、同級生

も多くいい環境だと思っている。同世代で、同

じ母親なのでちょっと子どもをみてもらうこと

もできることがわかった。 

 気の合わない人とは、1 対 1 にならないよう

に気をつければいいことを学んだ。 

☆最も順調だった出来事：第 2 子の出産による

環境の変化と自分自身の変化 

(1)時期と内容 

 2 番目の長男を出産し、産後すぐ実家に帰っ

ていた 1 ヶ月間。環境が変わったことで、冷静

に物事を見られるようになった。 

(2)特にうれしかった点（良好性） 

 下の子は1 時間睡眠で、手がかかり、身体的

にはきつかった。しかし、見方の変化がゆとり

を生み出した。 

(3)原因の認知 

 特別なことはないが、環境の変化が生み出し

たことだと考えている。 

(4)対処の仕方 

 下の子の授乳時間は上の子の絵本タイムとし

て関わった。2 番目の出産は、積極的な育児仲

間をつくることができた。 

(5)影響 

 積極的に行動すれば、気の合う仲間を作るこ

とができる。子ども同士は遊ばなくても親同士

は付き合いが続いている。精神的に強くなった。

メリット・デメリットを区分して考えることを

学んだ。 

 夫は相談しても「のれんに腕押し」という感

じであったが、子どもがなつけばかわいくなる

ということが見えるようになった。 

☆その他：専門家は義務的な返事しか返ってこ

ない。 

 

《ケース 2 》 

☆社会的特性：32 歳、結婚7 年目。営業職の夫

と 2 人の子ども（長女6 歳、長男 4 歳）の核家

族。保母として 3 年半の勤務経験あり。 

☆結婚・出産・育児の感情浮沈図：図 2 

☆最も不調だった出来事：友人や知り合いがひ

とりもいなかった 

(1)時期と内容 

 結婚して1年目、第1子出産前後の数ヶ月間。

九州で育ち近畿地方で勤務、結婚後現在地に転

居したので、知り合いや友人が全くいなかった。

育児ノイローゼに近い状況だった。 

(2)困難性 

 出産前は、子どももいないし、同世代の母親

に声をかけることもできなかった。知り合いも

友人もいなくて、話を聞いてくれる人がいない。

夫は仕事で帰宅が遅い。 

 子どもはなかなか寝ず、泣くことも多く、「こ

んなはずではなかった」と途方に暮れた。「なん

で泣くの」と子どもと泣いていた。 

(3)原因の認知（当時と現在）  

 朝、「いってらっしゃい」と夫を送り出してか

ら、「お帰りなさい」まで子どもと 1 対 1 で過ご

したことは、新しい土地にきたからである。ま

た、家族からも遠く、夫の理解が不十分であっ

た。 

(4)対処の仕方 

 夫に話し、相談するが理解してもらえなかっ

た。毎日、実家へ電話していた。 

 「2 時間おきに授乳、抱っこしてのあやすな

どしていた。この生活がいつまで続くのか」と

思っていたとき、新生児訪問の機会を得た。よ

その家庭も同様（泣く子どもが多い）であるこ

とがわかった。電話番号を教えてくれた。大変

嬉しかったが、世代の違い（高齢の人）で電話

はしなかった。 

(5)影響 

 保母は子育てが上手だと思われているが、

「人の子と自分の子は違う」と思った。 
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 子どもの成長と時間が支えてくれた。この時

始めた育児日記を、今でも家族日記として続け

ている。 

 近所は、同居世帯が多く、「祖母が育児、嫁は

仕事、嫁が育児をするのはおかしい」という考

え方がある。自分で子育てができることはすば

らしい。核家族だからできた。同居のメリット、

核家族のメリットがある。 

☆最も順調だった出来事：育児を振り返るゆと

りができたこと 

(1)時期と内容 

 第 2 子出産以降 

(2)特にうれしかった点（良好性） 

 目に見える子どもの成長。楽しみである。 

(3)原因の認知（当時と現在） 

 二人目のゆとりと育児日記をつけたこと。成

長がよくわかる。 

(4)対処の仕方 

 子どもを通しての友人ができた。子どもの同

級生の母親同士で話すメリットを生かした。 

(5)影響 

 子育ての理想と現実のギャップがわかった。

育児ノイローゼもこの辺が原因だと思った。 

 夫とのコミュニケーションが一番だが、母親

同士のつながりがあれば（グチれる人がいれば）

かなり解消する。新生児訪問の時など、育児サ

ークルを紹介してくれるといいと思う。 

 子どもをみるチャンスが少ない人が母親にな

っている。子どもへの対応（扱い）ができない

人が増えている。県外から引っ越してきた人に

は、育児サークルはとてもいい資源だというこ

とを学んだ。 

《ケース 3 》 

☆社会的特性：32 歳、結婚して 10 年。勤め人

の夫とその両親、長女（小2）、長男（小1）、次

女（年中）の 3 世代同居。幼稚園教諭として 4

年間の勤務経験がある。 

☆結婚・出産・育児の感情浮沈図：図 3 

☆最も不調だった出来事：育児疲れで暗い毎日 

(1)時期と内容 

 結婚して1 年目、第1 子出産から第2 子出産

後までの2 年間程度。第 1 子は、夜泣きが多く、

手がかかった。体が大きく、座椅子で抱っこす

ることが多く、腰を痛めた。第2 子のつわりも

ひどく、流早産しそうになった。 

(2)困難性 

 夫の両親とは別居。自分の母親も、夫の母親

も働いていて忙しく、この時は家族3 人の生活

で、「昼間は子どもと 2 人だけの生活で、暗い

日々」をおくっていた。 

(3)原因の認知（当時と現在） 

 夫は仕事が忙しく、育児疲れに理解をしめし

てくれるが、帰りが遅く、協力は少ない。 

夜泣きで手がかかり、援助者がいないので、疲

れていたため。 

(4)対処の仕方 

 実家の母親に相談し、手伝いを頼んだ。高校

や短大時代の友人に相談する事で、精神的に支

えてもらった。職場の元上司で、親しい人がい

たので相談にのってもらった。似たような境遇

だったので、よく理解してくれた。 

「いつかは楽になる日がくると信じて」自分ひ

とりで育ててきた。 

(5)影響 

 近所の人はいい人たちだったが、同年齢の子

どもはいなかったので、あまり相談できなかっ

た。近所の公園へ行くようになって、同年齢の

母親同士で、お互いに助け合っていける友人が

できた。誰も頼る人はいないので、熱が出ても、

つわりでも育児をしてきた。自分ひとりで育て

てきたので、根性がついた。予測していないこ

とが多かったが、いい経験をしたと思っている。 

 行政サービスは知っていた。利用すればよか

ったが、意地になっていた。 

 3 年前、第 3 子出産を機会に、夫の両親と同

居することになり、子どもの面倒をみる約束を

した。 

☆最も順調だった出来事：心にゆとりができ、
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子育てサポーターになったこと 

(1)時期と内容 

 第 2 子が入園したころから、精神的な面や育

児面でゆとりがでてきた。第3 子の成長で、時

間にもゆとりができた。空いている時間は子ど

もに接していたいと思っているので、子育てサ

ポーターをするようになってから現在まで。 

(2)特にうれしかった点（良好性） 

 第 3 子の友人の母親がサポーターをしている

ので、活動内容は知っていた。 

 幼稚園教諭の再就職の話もあったが、サポー

ターは午前中だけでなので、時間的にも丁度良

い。いろいろな子どもたちに出会え、接するこ

とができ、学びも多く楽しい。 

(3)原因の認知（当時と現在） 

 精神的なゆとり、育児面での実質的なゆとり

と子どもが好きであること。 

(4)対処の仕方 

 夫の両親と同居することにした。母親は協力

的で、子育てだけでなくサポーターの活動にも

理解を示してくれた。サポーターになってから

家族全体が協力的で、夫もよく手伝ってくれる

ようになった。「新しい発見」だと感じている。 

(5)影響 

 いろいろな子どもたちに出会える。子どもを

みていると、その家の様子がよくわかる。 

 自分の子どもと照らし合わせて、子どもをみ

ると学ぶことがたくさんあることがわかった。

虐待や毎日のイライラなどの育児ノイローゼか

ら脱するには、話をできる人の存在が重要であ

ることがわかった。 

 また、保健婦と一緒になってサポーターがで

きたら良いと考えている。 

《ケース 4 》 

☆社会的特性：37 歳、結婚13 年目、長女･次女 

☆結婚・出産・育児の感情浮沈図：図 4 

☆最も不調だった出来事：体調不良（つわり）

と姑の干渉 

(1)時期と内容 

 第 1 子が 2 歳の時。つわりがひどく家に閉じ

こもりがち。第 2 子出産後、家事と育児で多忙。

第 2 子が喘息、姑に干渉された3 年間。結婚し

てから 3 年目の時。 

(2)困難性 

 ①つらくとも第1 子の面倒を見なければなら

ない。②身体的苦痛（第2 子の夜泣きが続き睡

眠不足）。③ストレス（周囲から取り残されてい

るというあせり、夫は出張や帰宅が遅く、子ど

もの世話が大変で話し相手がいない） 

(3)原因の認知（当時と現在） 

 当時は、①男女平等なのに女性のみが犠牲に

なっている。②核家族だから仕方がない。③毎

日子どもと過ごすことは大変だ、と思っていた。 

 現在は、①今にして思えば大したことではな

い。②子どもに当ったことを反省している。 

(4)対処の仕方 

 ①同じマンションの子育て中の友人と子ども

のことや夫のことを話し合った。②実家に1 ヶ

月半くらい子どもを連れて里帰りした。③夫は

理解してくれているが仕事が忙しい（土、日も

接待など）。 

(5)影響 

 自分自身は、(育児が)大変ということは一時

で、過ぎてしまえば子どもにとって大切な時期

である。幼稚園に入れば子どもは離れていくと

いうことを学んだ。 

 夫が休日に在宅するようになった。 

☆最も順調だった出来事：妊娠した時 

(1)時期と内容 

 結婚して 2 年目の妊娠。 

(2)特にうれしかった点（良効性） 

 周囲の人々から祝福された。 

(3)原因の認知（当時と現在） 

 早く子どもが欲しいとは思っていなかったが、

両方の両親が喜んでくれたこと。 

(4)対処の仕方 

 初めての妊娠時は気がつかないうちに切迫流

産したので、絶対安静にした。夫が病院を紹介
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してくれた。 

(5)影響 

 子どもを産むことは大変なことである。夫は

家事を手伝わないと回らないということを認識

し、家事（洗濯、アイロンかけ）を手伝ってく

れた。 

☆その他：長子が幼稚園に入園する頃になって

時間的余裕が出来るようになった。保護者会の

役員を引き受け、友人も出来、役員の仕事もや

りがいがあった。 

 夫の給料が高いので、保育料も高い。 

 最近の母親は、サービスやボランティアを受

けても当たり前という意識だ。自分の時間を大

切するのはよいが、自己中心的で子どもをアク

セサリーのように考えている。紙おむつを平気

でごみ箱に捨てる。自分なら自宅に持って帰る。 

《ケース 5 》 

☆社会的特性：38 歳、結婚 11 年目、長男･長女。 

☆結婚・出産・育児の感情浮沈図：図 5 

☆最も不調だった出来事：幼稚園の母親間の人

間関係 

(1)時期と内容 

 結婚して5 年目、幼稚園の親との子どもがら

みの人間関係。 

(2)困難性 

 子どもが集団に入れるかどうか不安。親の人

間関係を、子どもへどう説明したらよいか悩ん

だ。 

 幼稚園は帰宅が早いので、友人宅へ遊びに行

く。その時、おやつを持参させるとか、行儀と

か、お誕生会で誰を招待するか、と悩んだ。 

 その親は、気に入った友達だけ、幼稚園から

直接車に乗せて連れて行った。自分の子どもを

含めて、連れて行かれない子どもはかわいそう。

どうして周りのことを考えないのか、自分の子

どもは嫌われているのかと悩んだ。 

(3)原因の認知（当時と現在） 

 当時は、なんであのようになるのか不思議だ

った。学生のまま、親になったようだと思った。

現在は、母親の両親も若くなっているので、や

さしさや思いやりの少ない親が多くなっている

のかもしれない。結婚してしばらくしてからの

子どもだったので、自分の子どもがかわいかっ

たのだろう。その親から、「体が大きいのにやさ

しいのね」と子どものことを言われたことがあ

ったので、外見で判断したのだろう。 

(4)対処の仕方 

 子育て仲間との情報交換・おしゃべりをして

ストレスを解消した。 

 夫に助言を求めたら、話しをよく聴いてくれ

て「俺が言ってやる」と言われたが断った。長

老の意見を聞くために、両親にも話したら、「長

い人生では、大したことではない」といわれた。 

 幼稚園の先生に相談したらクラスを別にして

くれた。 

(5)影響 

 その母親は、自分の子どもをよく見ているの

だと思う。ルーズや意地悪な母親ではなく､自分

の子どもがかわいくて仕方がなかったのだろう｡

子どもの喧嘩に親が出るべきではない｡ 

☆最も順調だった出来事：妊娠、子育て 

(1)時期と内容 

 結婚して4年目、第1子から2子までの妊娠、

子育て。 

(2)特にうれしかった点（良好性） 

 公園仲間に注目されたり、初対面の人から話

しかけられた。女の幸せを実感した。 

(3)原因の認知（当時と現在） 

 結婚したら子どもを生みたかったので、充実

感があった。兄弟がいなかったので、いつも大

人に囲まれていた。なんでも買ってもらえるの

で、一人は楽しいと思っていた。しかし、一方

で兄弟のいる人は相談ができるのでうらやまし

く思っていた。 

(4)対処の仕方 

 母親は、子どもをたくさん作りなさい、3 人

生んでも経済的に援助すると言ってくれた。

（母親は兄弟が多いので親に頼れなかった） 
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(5)影響 

 夫も子どもが好きであたたかい人。2 人目か

らおむつを替えてくれるようになった。子ども

だけを育てる権利があれば、育てたい。 

 女同士の人間関係の難しさを学んだ。 

 両親から得た人間、自然に対するやさしさや

思いやりを子どもに伝えたい。夫も他の子ども

を誉めたり叱ったり、公平な人。 

☆その他：かかりつけの小児科医、保健婦によ

くしてもらった。 

 健診の手伝いをしていると、きちんとした母

親と、まめでない母親やだらしない母親など、

親からの躾の差がみえる。 

 娘には仕事を続けなさいと言うだろう。1 年

間休めたら仕事を続けたかもしれないが、2 歳

位までは自分で見たい。 

 自分の考え、趣味を持っていれば夫と対等に

なれる。 

《ケース 6 》 

☆社会的特性：38 歳、結婚15 年目、長女･長男・

次男 

☆結婚・出産・育児の感情浮沈図：図 6 

☆最も不調だった出来事：子どもの病気 

(1)時期と内容 

 ①結婚7、8 年目、第 3 子が学校健診で心疾患

と診断された時の 1 ヶ月位。 

 ②結婚して 3 年目、第 2 子が先天性眼瞼下垂

と診断されたとき。2、3 年。 

(2)困難性 

 ①男の子で喜んでいただけに心配だった。 

 ②子どもの自画像を描かせると瞼が垂れてい

るように書くので気にかけた。夫は妹の夫に「信

じたくない」と言ったらしい。夫の帰宅が遅い

ので一人で考え込んでしまった。自分の辛い気

持ちをわかってほしかった。 

(3)原因の認知（当時と現在） 

 ①重い病気と思った。 

 ②先天性なので治らないのかと考え込んだ。 

(4)対処の仕方 

 ①医師に胆道閉塞と比べればまだよいと言わ

れ、気持ちを切り替えた。再検査結果で異常な

しと言われた。 

 ②保健所の 1 歳半健診を受診した時、大学病

院への紹介状を書いてくれた。妹の夫が眼科医

をしているので相談し、形成外科で手術すれば

治ると言われた。よく母に相談した。 

(5)影響 

 第 1 子は 3 子へ心を遣ってくれる。 

☆最も順調だった出来事：第 3 子出産と心のゆ

とり 

(1)時期と内容 

  結婚して7 年目、第 3 子が産まれた時は、心

にゆとりができ、育児が楽しく、家庭内が明る

くなった。 

(2)特にうれしかった点（良好性） 

 この子がいるだけで家が明るくなった。 

(3)原因の認知（当時と現在） 

  気持ちのゆとりがあったから。第 1 子の時は、

一生懸命になり過ぎて大変だった。買い物にも

行けなかった。第2 子の時は、こんなものかな

と思っていた。第 3 子は親の顔を見ている。 

(4)対処の仕方 

 第 2 子が、間に挟まって甘えさせていないの

で、時々抱いてあげる。 

(5)影響 

 一時、第1 子に辛く当った時もあったが、初

潮が始まって手伝いや話しをするようになった。

感謝、感動など表現力の豊かな母親の生き方を

子どもにも伝えたい。 

☆その他：保健婦さんは、マニュアルどおりで

決め付ける。医師はやさしい。 

 最近の母親は、ケジメがない。よいことと悪

いことをきちんと躾られていない。 

 母がボランティアをすでにしていたので、自

分も参加した。 

 仕事は続けたかったが、両親とも働いていた

ので退職した。 

《全体のまとめ》 
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1.不調な出来事とその対応について 

 不調な出来事としては「出産・育児の相談相

手の不在」、「育児仲間や他の母親間の人間関

係」、「育児疲れと体調不良」、「子どもの病気」

であった。これらへの対処の仕方は、そのほと

んどが実家の母親や友人(近隣または学生時代）

に相談し、気持ちを切り替えることでその不調

な出来事を克服していた。また、育児による自

分の成長を意識し、子育て中の身近な友人等の

サポートの必要性と重要性を学んでいた。 

2.順調な出来事とその対応について 

 順調な出来事は、出産、子育てによる充実感

と育児にゆとりができた時で、その対処として

は、家族の一体感（育児への理解と協力）、子育

てを通じた友人の獲得が多く、子育ての感動、

夫などの家族や身近な人々のサポートの重要性

を学んでいた。 

3.その他 

 身近な人々（素人）のサポートとあわせて、

公的サービスや専門家によるサポートのあり方

も指摘された。新生児訪問時の母親への情報提

供のあり方、マニュアル的な指導や世代差など

が提起されていた。 

 

考 察 

 「結婚・出産・育児の浮沈図記録」を用いて、

女性が結婚、出産してから現在に至るまでの

様々な出来事から導き出された育児中の母親の

満足感、困難感の要因を析出することによって、

今後の子育て支援策の理想的なあり方を検討し

た。 

 結婚から育児期までのライフイベントの内容

とその対処法、影響について、家族、地域、そ

して行政の3 つの分析視角から検討してみよう。 

１.家族対処をめぐる課題 

 家族危機は周期によって訪れることは、よく

知られている 1)。今回の調査では、結婚から育

児期までの周期を調査したものである。不調の

出来事は、「出産・育児の相談相手の不在」、「育

児仲間や他の母親間の人間関係」、「育児疲れと

体調不良」、「子どもの病気」などであった。そ

の対処法は、実家の母親や友人へ相談すること

によって乗り切っていたが、重要な相談相手と

して夫をあげた者は少なく、むしろ「犠牲感」

や「孤立感」を抱きながら、かろうじて対処し

ている姿が浮かんでくる。こうした不調への対

処経験は、子どもの成長に伴い、やがて子育て

の自信、身近な友人によるサポートの必要性、

人間関係の学び等、危機対処の自信が自己成長

へとつながっていく。即ち、母親にとって出産・

育児に関する出来事は、時間の経過ととともに

順調への要因であったり、不調への要因になる

といった二面性を持っている。 

 一方、子育て中の夫は、家庭をサブシステム

としてとらえ、残業、接待、休日出勤といった

従来的な職場中心の姿が浮かんでくる。彼らは、

家事･育児の大変さを、妻からの訴えで事の重大

さに気づき、何らかの役割行動をとるか、さも

なくば仕事と家庭の間で葛藤するしかないとも

いえる。夫の家事･育児参加の度合いによって、

妻の不調が軽減されることが、本調査でも明か

になった。そのためには、少なくとも夫の育児

休暇を含め、残業の軽減等、職場への啓発活動

をより細かに推進する必要がある。 

 夫の役割を代替・補完しているのが実母であ

る。里帰りや電話による相談など、情緒的安定

に果たす実母の存在が大きい。海外赴任者並に

里帰り、呼び寄せ手当ての支給などの検討は不

可能であろうか。 

2.地域 

1)育児グループの意義と課題 

 自分の母親だけでなく、身近な育児経験者の

支援の有効性が認められた。平成 9 年度の本研

究班の研究でも、二人に一人は育児の情報源と

して友人、家族をあげ 2)、別の報告でも、一番

信頼する育児・教育情報源として約7 割が「近

所の友人・知人」をあげている 3)。出産・育児

における当事者集団である、いわゆる育児グル
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ープとの関わりが重要である。育児という共通

の条件は、体験を分かち合い、相互に学び合え

るという利点がある。 

 一方、育児グループは利点だけではない。当

事者同士の関係は、わが子を優先する余り人間

関係の葛藤を生んだり、頻回なグループ行事は、

逆に負担感を与える。これは、育児グループの

運営上の問題である。グループの目的のほか、

具体的な活動と役割、決め方のルールなど、支

援者側も相談窓口を設けるなどの活動支援体制

を用意する必要があろう。 

2)育児グループのネットワーク化 

 育児グループの規模は、数人規模から 100 人

以上の規模まで大小さまざまであり、育児期が

終われば自然消滅したり、逆にＳ県Ｋ市のよう

に、子育てを支援する側に変化･発展するという

特色がみられる 4)。 

表１ ネットワークの意義 

①子育てグループの情報の限界：マスメディ 

アは遠すぎる(情報交換のノウハウの獲得) 

②母親同士の、子育ての出会いの場をつくる③

身近な情報と広域の情報の両方が必要 

④市町村の子育て環境の違いがよくわかる 

⑤子育て中の母親がメンバーにいるサークル運

営がよい。 

⑥みんなの子育て、共感する心が大切 

⑦市町村では、一般の母親の担当セクションは

ない。 

 育児グループの次の課題は、グループ内情報

の客観性や活性化のためのネットワーク化の必

要性である。表１は、Ｓ県の育児グループのネ

ットワークを組織した動機などについて役員か

ら聴取したものである。このネットワークのリ

ーダーシップを発揮している役員は、育児から

手が離れつつある母親が多く、自分の経験を生

かしたボランティア活動へと発展している。従

来の専門家（保健婦）による組織化から、素人

による組織化に変化している点が興味深い。育

児中の母親にとってもっとも身近な資源である

と同時に、今後の子育て支援のあり方を示唆し

ている。 

３. 行政の課題 

1) 育児サポーターの養成・支援 

 従来の子育て支援策に加えて、今回聞き取り

調査を行ったＩ県や S 県 K 市で実施している育

児サポーターの普及が考えられる。Ｉ県では、

登録した育児経験者による活動で、育児教室や

育児グループの支援活動を行っている。ただし、

登録者は保育士などが多い 5)。Ｓ県Ｋ市では、

育児経験者によるボランティアグループで、相

談や育児グループ支援、広報活動を行っている。 

 ちなみに英国では、ＮＣＴ（National Child 

Trust）という妊娠、出産、早期親子関係に関す

る情報とサポートのための全国組織があり、①

両親の交流事業、②母乳育児の奨励や禁煙運動

などのキャンペーン事業、③母親教室の開催、

④研修、⑤情報提供、⑥調査研究などを 400 の

支部単位で実施している 6)。 

 行政は、母親たちの参加を得ながらサポータ

ー養成プログラムや育児グループ運営マニュア

ルなどを開発し、研修や情報を提供していくこ

とは容易であろう。 

2) 情報提供方法の見直し 

 「行政サービスは意地になって利用しなかっ

た」というケースがあったが、理由は不明であ

る。先に述べたＳ県の育児ネットワークが実施

した会員対象に実施したアンケートによると、

厚生省のポスター「育児をしない男を父とは呼

ばない」を知っているものは 93.5％で、「厚生

省に拍手」としつつ、一方で「国や世の中が子

育てを応援していると実感できない」が 77.8％

という結果が出ている 7)。この数字が示すもの

は、サービス不足ではなく、むしろアカウンタ

ビリティの方法論の問題と思われる 8)。従来的

な一方交通的な情報提供のあり方が問われてい

るいえよう。むしろ、子育てグループあての情

報提供など、対面関係を重視した方法を検討す
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べきであろう。 

3)初期対応システムの確立 

 新生児訪問事業は、孤独な母親への情報提供

者として有効である。しかし、世代ギャップを

感じた母親は、自らの判断によって、その後の

援助を止めている。より有効な子育て支援事業

を目指すならば、訪問者の研修や訪問指針など

についての再検討が必要であろう。行政サービ

スの初期接触者とのギャップは、そのまま行政

評価につながり、後のサービスに影響を与える。 

 地域の中での初期対応の重要性は、新生児訪

問事業だけではない。母子保健推進員、児童委

員など制度化された事業もあるし、愛育班など

の住民組織活動もある。子育て環境や社会環境

が大きく変化している現在、これらの住民組織

が、果たしてどの程度機能しているかの再検討

も必要である。 

 

まとめ  

1. 夫の育児参加の促進（特に、職場環境・職場

体質改善のための雇用者への啓発） 

2.子育てグループの支援（作り方、運営の仕方、

紹介など）。 

3.子育てグループのネットワーク化（市町村単

位、県単位など） 

4.子育て経験者による育児サポーターの養成･

支援（サポーターの年齢は、育児中の母親と、

年齢のひらきが少ないこと）。 

5. 公的サービスの情報提供方法の見直し（子育

てグループや住民組織の利点である、対面関係

を活用する）。 

6.病産院を含め、新生児訪問や住民組織などの

初期対応システムの再検討。 

 

(小山 修・斉藤 進・加藤忠明) 
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図 1  ケース 1 の感情浮沈図 

 

図 2  ケース 2 の感情浮沈図 

 

図 3  ケース 3 の感情浮沈図 

 

図 4  ケース 4 の感情浮沈図 

 

図 5  ケース 5 の感情浮沈図 

 

図 6  ケース 6 の感情浮沈図

 

 

 

 

 

 



 1

C-5 システム・ダイナミックスによる、

社会環境が結婚・出産・育児に及ぼす影

響予測モデルの検討 
 
研究目的 

①従来の研究方法の限界性の確認 

 少子化に関する政策科学的研究の手法には、保

育園などの施設やそこへ通う子どもや、親へのア

ンケートや面接などの調査データの分析や、官公

庁が定期的に発表する社会経済指標の２次資料

の分析が適用されてきた。しかし、少子化問題を

政策的に検討するには「人口の予測」を分析の基

軸とする必要があり、その上で、関連する社会経

済および心理的要因を探るのでなければ、政策に

適用するのが困難である。 

②シュミレーションソフトの適用可能性 

そこで、中長期の人口予測と、人口の増減に関

連し、政策的に介入できる変数の発見、およびそ

の介入程度を定量的に把握する方法として、シス

テム・ダイナミックス（以下、SD）による数理

的シミュレーションに着目した。それを既存の統

計学的な分析方法の特性と比較し、SD による予

測が、実態調査に根拠を置くために必要な活用方

法を検討する。 

③自治体が独自に政策立案を図る方向付け 

SDが、地方自治体の政策立案に有効かどうか

を検討する。 

 

研究方法 

本テーマを主題とする研究会を組織し、政策科

学研究における解析方法の比較を行った。特に、

今後の少子化研究に活用可能な SD 用モデル開

発及び妥当性、並びに課題について検討した。 

1) 政策科学の研究に用いられる研究手法の比較 

政策科学の研究に用いられてきた研究手法を、

解析方法の面から比較し、それぞれの特徴と限界

を明らかにする。解析方法は、相関分析、因子分

析、重回帰分析、時系列分析、共分散構造分析お

よび数理的シミュレーションとしてシステム・ダ

イナミクスの６手法を取りあげた。 

2) ＳＤモデルの開発と運用上の課題 

少子化の問題にとって、子どもを産む可能性あ

るある世代の人口の地域間移動は、人口動態を大

きく左右する。そこで、１例として、地域間の移

動（都市部から地方へ）を想定し生産年齢人口の

Ｕターンのモデルを作成した。また、社会経済環

境、特にエンゼルプランなど、出産と育児に関係

する環境も、同様に、人口動態を大きく左右する。

そこで、出産や育児の環境が、実際の出産率にど

のように影響するかを検討するモデルを作成し

た。 

なお、実際のシミュレーションでは、モデルを

作成後、ある年次のデータを初期値として入力し、

変数間の関係方程式、係数の値を決定して、はじ

めて予測が可能となる。また、介入可能な政策変

数の操作で、他の変数がどう変化するかなどの感

度分析も可能である。今回の報告では、従来の研

究手法との比較を目的とするため、シミュレーシ

ョンに関しては、別に報告する。 

ＳＤの運用上の課題は、モデルの妥当性、デー

タの妥当性、カオス的特性、確率論モデル的性格

の導入などの予測研究にかかわる諸課題を検討

した。 

   

結果および考察 

1 政策科学研究に用いられる研究手法の比較 

表１にデータ解析方法についての比較を示す。

相関係数の分析では、２変数のどちらの変数が要

因かわからないこと。重回帰分析は、線形性を前

提とする仮定が常に妥当かどうかわからないこ

と。因子分析は、因子が発見されても、従属変数

（目的変数）が無いため政策に利用しにくく、あ

くまで一連の分析のための中間生成物であるこ

と。 

共分散構造分析は、重回帰分析と因子分析を内

包しており、さらにモデル化を自由にできること

から、近年注目されている。しかし、この分析で

明らかにされるパスの係数は、ケースレベルの横
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断的なデータが持つ変数間のばらつきの偏回帰

係数であって、「ある政策変数が１単位増加すれ

ば、他の変数がどれだけ変化するか」といった感

度分析的な値ではないことに注意を要する。ただ

し、観測や測定ができない構成概念を変数として

扱える点で、社会経済指標にはなかった政策変数

を定立するのには有益であろう。 

時系列解析は、交差相関分析や多変量時系列解

析、時系列の重回帰分析では、ある変数を別の変

数の要因とみなしたモデルを検定することはで

きる。横断的なデータのように、集団内の変数の

ばらつきではなく、変化量と変化量の関連を分析

している点で、横断的データに対して適用してき

た従来の解析手法とは大きくことなる。このこと

が、経済政策などで時系列分析が多用されている

要因であろう。しかし、時系列分析は、過去の変

化の分析には優れていても、将来の予測に関して

は、将来になればなるほど、信頼区間が非常に広

がり、予測値も過去のデータの平均値に近づく。

そのため、現実的には、数年先の予測値までしか

使えない。 

ＳＤは、ローマクラブの『成長の限界』のレポ

ートで用いられたことが有名で、わが国でも、

1970 年代から、オペレーションズ・リサーチの

分野における都市政策の研究で用いられてきた

1)。今回、われわれが使用したソフトウエア 2)も、

人口予測を含むいくつかの研究で活用されてき

た実績がある 3-4）。この考え方の基礎には、経済

学において用いられてきた「ストック」と「フロ

ー」の概念で物事の動態を把握する理論がある。

ストックとは、ｔ時から（ｔ+⊿）時の間に、出

入りがあった結果、ある時点にその状態で残って

いる量の総和であり、フローとは、⊿ｔの間に、

ストックに入った、あるいはストックから出た量

を意味する。ＳＤは、ストックに初期値を与え、

関連するストックやフローの間の関係を、時間ｔ

を含む方程式で結ぶことで、任意のｔの時点での

ストックやフローの値を予測する数学的な解析

方法（連立定差方程式）である。 

 人口問題は、現在は子どもでも、将来は成長し

て結婚し、出産によって新たな人口を再生産する

要因でもある。それゆれ、静態的な人口を時系列

でつないだ曲線を外挿する予測ではなく、子ども

を産む親世代になることを想定した動態的モデ

ルによる予測の方が精度が高い。ＳＤは、時間軸

での動態を、定量的に予測できるため、人口予測

にとってはこの点においても有望な手法と考え

られる。これまでは、自治体にとって将来の命運

を握る少子化対策であっても、統計情報と政策研

究が国家レベルに集約され、各自治体においては、

漠然とした不安に基づき、数字的な見とおしが立

てられないまま対策を打つばかりであった。しか

し、政策科学に SD を用いることで、自治体レベ

ルのデータを持いて、独自に予測および対策のた

めの政策が立案可能になる。 

ただし、ＳＤは、決定論的に値を決めるので、

集団内のばらつきについては従来の解析手法の

ように、信頼区間もなければ、統計学的検定も行

えない。そのため、予測の誤差についての評価が

困難である。予測の精度を上げるには、モデルに

使用する諸変数間をつなぐ関係式の係数を求め

る際に、従来の統計学的手法による結果を用いる

などが必要である。 

２ ＳＤ用のモデルの構築 

図１に、地域間の移動（都市部から地方へ）を

想定したモデルを示す。子どもを産み育てる世代

は産業での生産年齢人口であり、そのためには、

労働需要を創出する必要がある。このモデルに感

度分析を施すことで、例えば、ある地域での「企

業の労働需要」を何%増加することで、「生産年

齢人口」や「出生数」が何％増加するか、といっ

た定量的な感度分析が可能である。図２に、社会

経済環境、特にエンゼルプランなど、出産と育児

に関係する構成概念が、実際の出産率にどのよう

に影響するかを検討するモデルを示す。 

出産や育児の環境といった変数は、保育所の数

など、より政策的に操作できやすい変数ではない

が、国民にとっては数そのものよりも、それらの
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過不足の結果を実感する。その意味でこれらは構

成概念にあたる。ＳＤにとっては、このような変

数も、数値でさえ与えれば、モデル化も計算も可

能である。また、たとえ、計算によるシミュレー

ションは行わなくても、モデルを構築するだけで

も、既存の報告や当事者へのヒアリングで得た情

報を総合的に織り込むことが出来る。さらに、そ

れを政策立案のかかわる関係者と討議すること

で、得られた知見を整理しやすいというメリット

がある。 

3 ＳＤの運用上の課題 

1)モデルの妥当性の検討 

ＳＤで使うモデルがたとえ理論的には整合性

があり、関係者の知見を網羅していたとしても、

現実の実態と乖離していては、そのモデルが予測

する値には意味がない。それどころか、誤った方

向性を導くこととなり、危険である。そのため、

どの変数をモデルに入れるかの検討には、単に定

性的な知見だけでは不充分である。そこで、例え

ば、出生率と関連づける変数を社会経済指標から

複数の時系列データを選び、その中から、時系列

分析のひとつである「交差相関」を行って有意な

関連があったものを投入する、といった方法が堅

実であろう。また、そのようにして構築されたモ

デルの妥当性を検証する方法として、例えば、そ

のモデルに従って、過去のある時点から現在まで

を「予測」した値が、その間の実際の値とのズレ

が、どの程度に収まっているかを、統計学的に検

定をすることなどが必要であろう。 

2) 入力（使用）データの妥当性 

モデルの妥当性を検討するためには、過去の現

実のデータとのすりあわせが必要である。社会経

済指標の場合、市町村データの整備状況は、まち

まちである。その場合は、既存の中でもっとも近

い変数を使用するか、あるいは行政が、研究者の

要望や社会経済の動向を鑑みて、新たな指標デー

タを集めることを検討すべきであろう。 

3) カオス的特性 

モデルに必要なデータが得られたとしても、Ｓ

Ｄのモデルに投入するデータは、ある年次のデー

タをストックの初期値として与え、それに関連す

る他の変数との方程式の係数は、時間に依存しな

いで一定値であるという、決定論的な与える予測

である。そのため、その予測曲線向は、初期値の

値の少し違いだけでも、長期的にみれば、予測す

る曲線が大きく変動するという「バタフライ効

果」が見られることがある５）。そのような決定論

の制約を予め理解した上で、結果を解釈する必要

があろう。 

4) 確率論モデル的性格の導入 

現在の経済学的な政策分析では、決定論とはパ

ラダイムが異なる確率論的モデルに立脚するも

のが主流である。そこで、ＳＤを確率論的に用い

るためには、方程式の係数もいくつかの範囲で操

作したシミュレーションを百回程度行った時の

予測曲線の分布を観察するなどして、推測統計学

でいうところの信頼区間的な範囲を示すことが

必要であろう。 

5) 予測値は公開すれば変化する 

予測した結果が、将来を危惧するような結果で

あった場合、それを関係者や国民に公開すると、

そのような将来が到来することを回避しようと

する対策や行動がとられる。予測とは、ある仮定

が続くとして、という条件つきのものであるため、

対策行動のよって条件が変わることで、現実の方

は、当然、当初の予測値とは違ったものとなる。

これは、予測の宿命であり、本務でもある。その

ため、予測は、何度も改訂し、当初からの変化も

含めて公開する必要があろう。 

4 今後の展望－自治体職員や市民との共同－      

この様に、予測数値は、現状のままと仮定した

ときの未来の推測であるため、絶対的なものでは

ない。しかし、これは裏を返せば、現状の変数を

変えていけば「未来」は変わる、ということであ

る。この場合の変数は、SD の操作によって結果

的に「発見」されることもあるが、むしろ、どの

変数の値を変えるかを、当該の自治体で「決定」

してゆくことが可能であり、また必要であろう。
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それにより、「子どもを産み育てやすい環境づく

り」とか、「子どもが夢をもてる社会づくり」と

いった場合、住民参加、職員参加を得て、積極的

にある変数を操作し、どの程度の効果が見られそ

うかの見当をつけてから、政策に活かすことで、

根拠ある行政施策やまちづくりが可能となろう。 

地方分権の潮流の中で自治体、特に市町村 

へは、母子保健や介護保険のサービスなどが移管

され、市町村単位で政策立案する必要がある。わ

れわれが使用したSD のソフトウエアは、ＧＵＩ

（Graphical User Inter face）が発達しているた

め、数学的な難解さを抜きに操作が可能である。

そのため、現場のスタッフや当事者である市民も、

研究者の支援が多少あれば、ある程度の訓練で使

いこなすことが可能である。実際、三重県の津市

では、大学の研究室と共同で、SD のモデルを開

発し、政策立案に利用した実績がある。今後、

SDを活用することで、従来、研究者の主導によ

る結果を啓示的に示されてきた将来予測が、今後

は、自治体独自のシミュレーションにより、政策

立案と決定に根拠を与えてゆける可能性が高ま

ったと言えよう。 

（大賀英史、斉藤進、小山修） 

 

文献 

1) 今村和男 編 システム分析. 日科技連, p211-222, 

1991. 

2) High  Performance  Systems Inc. Stella 

Research II, 1996. 

3) 津都市総合モデル開発研究委員会 津都市総合モ

デル開発研究報告書. 1995. 
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表１ 政策分析に用いるデータの解析方法 

 相関分析 因子分析 重回帰分析 共分散構造分析 時系列分析 SD１） 

因果関係の示唆 弱い - ややあり かなりあり 強い 強い 

データ 横断・縦断 横断 横断 横断が主2) 縦断調査 初期値は横断3) 

予測性 なし なし なし なし 短期予測 中長期予測 

検定 変数間の関連 - 目的変数との
関連 

モデル 自己相関/モデ
ル 

不能 

1) システムダイナミクス      

2) 縦断的データに適用は可能      

3)  変数間の関係式の係数は時間に依存しないため、定数である縦断データともも見なせる。  
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図１ 地域間移動モデル 
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図２ 社会経済環境モデル 

 



C-6「社会環境が結婚・出産・育児に及ぼす

影響」に関する意見 

 

C-6-1「少子化社会における保健福祉行動の

政策科学研究」 

小野寺伸夫(聖徳大学教授) 

 

まえがき 

わが国の少子化社会の出現については、人口学的

視点として 1970 年代前半の第二次ベビーブームの

出生数209万人、合計特殊出生率2.14を頂点に次第

に減少傾向を深めたことから十分予測されてきた。 

しかし、少子化社会の出現が社会的にも政策的にも

重要な問題と意識されたのは合計特殊出生率が 2.0

を割り、さらに1.5台に落ち込んだ頃からでもあっ

た。政策科学研究としては公衆衛生の重要な要素の

一つである人口学的アプローチのみならず、公衆衛

生発展基盤としての重要な行動科学および社会経済

学についてのさらなる考究が求められた。 

研究方法 

少子化社会の現実を主眼に①人口学②行動科学

③社会経済学について関係資料の分析を行なった。

同時に、子育てグループ・ネットワークの意見内容

及び子育てに関するアンケート調査レポートを考察

した。 

これらの考察を基本に政策科学の戦略的研究と

して考慮すべき、規範=人間、比較=能率、条件適合=

組織の諸要因分析を行った。 

研究結果 

1.人口学的要因 

わが国の人口問題の推移は自然的条件のみなら

ず社会的条件によって大きく変貌してきた。第二次

世界大戦後における 1947-1949年代に第一次ベビー

ブームが訪れた。【1949年の出生数 2,696,638人、

出生率人口千対33.0、合計特殊出生率4.3、老齢人

口(65歳以上構成割合)4.9%】第二次ベビーブームは

1971-1974 年代に到来した。【1973 年の出生数

2,091,983人、出生率人口千対19.4、合計特殊出生

率2.14、老齢人口(65歳以上構成割合)8%弱】第一次

ベビーブームと第二次ベビーブームは構造的にかな

りの違いがある。第二次ベビーブーム以降、少子化

社会が現実の問題となってきている。とりわけ、1973

年に福祉元年の高福祉政策を掲げても、合計特殊出

生率が1975年に 2を割り、1.91となった時点にお

いても今日的話題とならなかった。1989 年に合計特

殊出生率が1.57と1.5台に入った時点から次第に大

きな問題となってきたことは否定できない。この時

点で老年人口構成割合は 10%を越え、少子化と高齢

化が複合し、新たな問題を提起した。 

2.行動科学的要因 

少子化時代において、国家的政策や財政支援のみ

で少子化の解消となるかは甚だ疑問である。第二次

ベビーブーム後、高度経済成長、さらに世界的なオ

イルショックの経験を通じ、国民生活は多様にして

複雑な価値の選択が必要とされた。子育てについて

も、核家族化の進行、地域社会連帯力の減退、女性

の進出、高学歴化社会、情報の先行・氾濫などめま

ぐるしい社会環境の変化の中で翻弄している。子育

てに関するアンケート調査(平成10年度分担研究者

高野陽)によると①子育てに伴う犠牲感について【男

性に比べて、女性の方が、「仕事」や「自由」を犠牲

にしている】、②子育てをしてからの自分自身の変化

について【女性は、男性に比べて、自分自身の変化

をいろいろな面で感じている】、③育ってきた環境:

中学卒業後の一人暮らし経験のある人は、経済的に

も心理的にも自立している」④育ってきた家庭に対

する満足感【多くの人は育ってきた家庭に満足、不

満のある人は男性19%、女性24%】、⑤将来、自分の

育ってきた家庭のような家庭を築きたいと思うかに

ついて【約 40%の人は、育ってきた家庭をモデルに

したくない】とある。 

一見、常識的な回答と見るが、次の世代を育む行

動科学として次の視点からの分析が織り込まれて良

いであろう。 

①犠牲感と人生への感謝、 

②自己意識の変容内容と変容の端緒、 

③自立心と依存心、 

④満足の置き場所と満足感 

⑤生活モデルの場とあり方。 

本来、子育ては、より自然で、より素直な感性で、

より調和して、より家庭的で、より身近なモデルに

て考え、教わり、行動し、未来への歩みを持つ。そ

れらの意識内容からはかなりの隔たりがある。この

点、家庭・隣組の枠組みをこだわらない組織機能と



して「子育てネットワーク」が誕生した必然性があ

る。これは、家父長制度、家制度、行政主体指導等

の縦割り構造から、共通する世代、一人一人の出会

い、行政や情報への選択的アプローチ等を可能にす

る横断的な構造への変容でもある。これらのネット

ワークは参加を通じ、具体的で実際的な子育てを可

能にする安心感、信頼すべき情報、経験の生かし方、

参加の促進等を次の世代へ継承する内容を有してい

る。 

この際、考慮すべき行動要件として参加の動機、

各自の子育ての経験度、問題意識の差、家族の理解

度、行動範囲と時間等について新たな行動科学的ア

プローチとして誰が、どの様な方法で、どのタイミ

ングで行なうかが問われる。 

本来、子育ては問題が深刻なほど個別的な条件に

帰着することの多い傾向からも問われる点でもある。 

子育てはエリートのみの行動要件ではなく、母子

保健・家庭保健・地域保健の原点に立脚した行動と

は、ごく常識的で、一般化した内容で、しかも、各

自の家庭モデルに適合した方向をどの様に実現する

かが問われるであろう。 

3.社会経済的要因 

次の世代を担う人材の育成として、何時の時代で

あっても、どの地域であっても子育ての重要性は変

わることはない。しかしながら、社会経済要因が子

育て環境に極めて多様にして複雑な影響をもたらす

ことも現実である。 

良好な社会経済環境においても問題は少なくな

いが、劣悪な社会経済環境にあればあるほど直接に

深刻な影響を受けるのが子供たちであり、母親であ

ることは否定できない。 

さらに、社会経済要因は家庭生活の調和や心理的

な問題にさまざまな影響を与えるとともに、結婚・

出産・育児はもとより健康管理・保育・教育・労働

など制度的な運営の諸条件からも影響する。 

この際、社会経済要因で考慮すべき点として、少

なくとも次の諸点をあげて良いであろう。 

①仮に景気回復がなされても、子育て環境への社会

経済活動効果の還元が遅れると言う特徴があること。 

②子育てについてのインフラストラクチャーおよび

サービス内容についてのミニマム・リクワイヤメン

トが明瞭でないこと。 

③子育てに関する経済的負担がどの家庭においても

高い優先度を持っていると考えられていること。 

④子育てに必要な社会資本整備、税控除と児童手当

支給等の政策判断に関する理念・目標・計画、管理

方式、評価および研究投資が明確でないこと。 

考察 

少子化社会から脱して多子化社会に向かうこと

が、わが国の望ましい未来像を描くかどうかについ

ては疑問である。 

これらの疑問を解明することなく、少子化社会の

もつ未来像の空しさを主張する傾向は本質にもとる

ものがある。 

子育て環境を充実し、次代を担う人材としての価

値を高めるサービスを確実にしても、少子化社会か

らの離脱が可能とは限らない。 

子育ての基本概念は少子化社会であろうとなか

ろうと本来変わるものでないとするのが人間研究科

学の本質である。 

従って、少子化社会離脱の手段として、母子保健

や子育ての社会政策が存在するものでないとする国

民的合意形式が規範に位置づけられねばならないで

あろう。さらに、規範研究として、子育てに必要と

される法制度の整備や母子保健計画の円滑な運営に

づいて一層の価値を高めて行くことは当然である。 

健康政策として子育てが重要な位置を確保し、安

定した期待すべき方向を持つ必要がある。そのため

には生涯を貫く健康管理の原点として政策推進を図

る計画路線、自由度の高い選択、費用便益等の能率

研究が求められる。子育ては一部のエリートのため

だけではなく、より庶民に根ざした方向に本質があ

る。 

このことは、子育ての世界観としての判断、リス

ク群への積極的対応、社会経済に関する基盤形成等

の比較研究を通じた共通項を持つ対応が求められる。 

子育てをめぐる多様にして複雑な環境条件を的

確に把握し、弾力的な対応が必要となる。今日、女

性の進出が活発化する中で保育環境を充実するため

には保育にかける子を預かる施設としての保育所で

なく、日常生活の継続維持をより可能とする栄養指

導・教育活動・こころの健康づくり等を包括的に捉

える視点が求められる。さらに、条件適合の観点か

らベビーセッターの資格要件、外国人子弟の保育等



新しい社会的要請に応える検討が必要とされる。 

このため、子育てについて縦社会構造から、横社

会構造への変革、さらに縦横が複雑に織り成す社会

構造を考慮した組織科学としての研究が求められる

であろう。 

その際、大規模な組織のみならず、相互支援を可

能とする子育てネットワークなど弾力的でソフトな

組織の呼びかけに素直に反応する方向に期待すべき

内容が見いだされるであろう。 

少子化社会は高齢社会の現実において、相乗的な

問題を提起している。子育てについてのもろもろの

条件整備や機能の充実が少子化社会の脱却でないと

指摘した。 

しかし、政策科学の路線として基本となる要因に

ついての解明を図る積極姿勢が期待すべき健康未来

社会の創造につながることは確かであろう。 

子育てについての政策科学研究は今後一層重要

性を帯びる中で、少子化問題の対応は公衆衛生学の

基本路線を踏まえながら、ソフトな発想を弾力的に

取り入れ社会経済関係、人材確保育成等を包括する

研究の進展が期待されて良いであろう。 
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C-6-2 認可外保育施設における保育の質の充

実について 

 

千葉 良(仙台赤十字病院小児科部長) 

要約 

行政の指導を受けない組織たる認可外保育施設

に、国の施策をどのようにして周知徹底させるか、

またこれらの施設の小児保健的問題をどのようにし

て解決するか検討した。検討事項は、1.すくすく子

育て研究会について、2.認可外保育施設職員に対す 

る聴取について、である。 

 

研究目的 

平成10年度報告(未既婚者別自由記載の内容から

得られた少子化社会のあり方－小児保健学の立場か

ら－)は、施策の実施について、1)施策の周知徹底、

2)施策の多様な方式、3)国の立場、4)親の立場およ

び5)子どもの立場から検討した。 

少子化対策推進基本方針について(平成 11 年 12

月 17日、少子化対策推進関係閣僚会議)や新エンゼ

ルプランについて(平成11年12月19日)が決定した

が、行政(県、市、町村)の管轄外の組織、指導を受

けない組織たる認可外保育施設には周知徹底されな

いと思われる。 

認可外保育施設に、国の施策をどのようにして周

知徹底するか、またこれらの施設の小児保健的問題

をどのようにして解決するかを、会を組織して実践

してみたので、それを踏まえて検討した。 

研究方法 

宮城県内の認可外保育施設、育児サークルおよび

子どもの病気を守る会に呼びかけて、すくすく子育

て研究会を結成した。 

目的は、各施設・グループに対して主に国の施策

を伝える研修会を行なう、また各施設・グループの

問題(困りごとなど)に対する支援方法の確立である。 

結成する方法、運営方法、研修会のあり方と各施

設・グループからの問題(困りごとなど)に対応する

ネット形成に関して検討した。 

結果 

1 . すくすく子育て研究会について 

1)すくすく子育て研究会の結成について 

(1)準備委員会の開催 



平成 11 年春、小児保健を実践してきたグループ

に呼びかけて、小児科医、歯科医、福祉関係者、デ

パートなどの育児相談担当者および電話相談担当者

の参加を得て、専門委員グループを作った。 

同時に、認可外保育施設責任者や育児サークルの

代表者に呼びかけて、保育関係者グループを作った。 

専門委員グループと保育関係者グループで、準備

会を、平成11年 7月 10日(土)に開催した。 

a)会を発足させる趣意、b)会の名称について、c)対

象とする会員について・d)会の活動について、e)事

務局など、を協議した。 

a)会を発足させる趣意について 

今日の子育てのキーワードは、核家族化、孤立化、

少子化、子育てに不慣れな親達および就労婦人の増

加である。 

育児不安まで行かなくとも、どうしたらいいのか、

これでいいのかと戸惑う親達も多く見られる。 

ア)核家族化に対して、昔の祖父母の役割を果たすよ

うな支援 

イ)孤立化に対して、昔の井戸端会議的役割を果たす

ような支援 

ウ)少子化や育児に不慣れな親に対する支援 

工)就労婦人に対する支援 

これらの支援が親と子に必要である。また、障害

や慢性の病気を持つ子や親もいろいろな悩みを抱え

ており、それらに対する支援も必要である。 

一方、保育施設(保育所・保育ママ)や育児サーク

ルに、相談する専門家(小児科医、歯科医、栄養士や

育児相談員など)がいないところがあるのも現状で

ある。 

このような親子、施設やグループと専門家が連携

して、子育てをお手伝いし、より良い子育てを目指

すのがこの会の目的である。 

この会は政治的活動はしません。独特の哲学や宗

教的考えなどは取り入れまぜんし、経済的支援もで

きません。 

ただ、現在も行なわれている子育てをより良くす

るため、各人が出来る範囲でという限界があるにし

ても、母(親)と子に手を差しのべたいという主旨で

活動していく会である。 

b)会の名称について 

子育てはつらいことや苦しいこともあるけれど、

それを乗り越えて、ニコニコして育児をする、楽し

い育児をするのをお手伝いするという意味を込めて、

すくすく子育て研究会－ニコニコ育児、楽しい育児

をお手伝いする会－とした。 

C)対象とする会員について 

主に対象とするのは、認可外保育施設の園長およ

び幹部職員、育児サークルや病気の子どもを守る会

の代表者や責任者とするが、誰でも希望する方は入

会できる。 

d)会の活動について 

いろんなアンケート調査や子育てに関する会で

よく言われることは、国はさっぱりやってくれない。 

ところが、厚生省の方は施策としてやっていると言

う。これは国の施策・事業が末端(親と子)まで届か

ないことを示している。 

国も施策や事業を行っていることを、本年度から

小冊子「それでいいよ、だいじょうぶ」(厚生省)な

どで、周知徹底させようと試みている。 

この会の活動として、国(県、市、町村も含めて)

の施策・事業を周知徹底させることを一つの柱にし

たい。もう一つは、施設やグループから相談ごとを

受けて子育てをお手伝いすることを大きな柱とした

い。 

ア)研修会の実施 

a.国の施策・事業を周知徹底する研修会 

例えば、母子健康手帳の改正や感染症新法などに

関する研修会 

b・保育施設、育児サークルや病気の子どもを守る会

で、子育てに必要なことの研修会 

イ)相談ごとに対する支援 

a.親の相談ごとに対して 

電話相談や親に対する講演会など、いろいろなと

ころで行われているので、それらを利用していただ

く。 

当会の専門委員の担当する相談は、 

(ア)電話相談は、赤ちゃんほっとダイヤル(母子愛育

会宮城県支部)、 

TEL.022-275-6672、 

受付時間;火曜日と木曜日の午前10時から午後 4時

まで、 

(イ)育児相談室(母子衛生研究会)は、 

場所;藤崎デパート内、ベビールーム、 



曜日と時間;金曜日午前11時から午後4時まで、 

日曜日午後12時 30分から午後4時まで、 

(ウ)インターネットの子育て支援のムページは、「初

めての赤ちゃん、子育てはこれでいいのかな」であ

る。 

http://www02.so-net.ne.jp/ ～childcar/index.html、 

b.保育施設、育児サークルや病気の子どもを守る会

からの相談ごとに対して 

この分野に主力を注ぎたい。園医、栄養士などが

いないことが多いので、専門家(小児科医、歯科医、

栄養士、育児相談員、福祉の専門家など)に相談する。 

保育施設、育児サークルや病気の子どもを守る会

から、FAX.や郵便で事務局に連絡する。事務局から

各専門家に依頼し、回答などを事務局を経由して返

事する。 

なお、専門機関(医療機関、市町村母子保健担当

課、保健所や児童相談所など)にも紹介する。 

e)会の事務局 

事務局は、仙台赤十字病院小児科内におき、代表

者は千葉良にする。 

〒982-8501 

仙台市太白区八木山本町2丁目43-3 

仙台赤十字病院小児科内 

すくすく子育て研究会－ニコニコ育児、楽しい育児

をお手伝いする会－千葉良 

TEL.022-243-1111(代表) 

FAX.022_243-1102 

(2)認可外保育施設と育児サークルヘの案内につい

て 

宮城県小児保健協会で共に活動してきた宮城県

と仙台市関係の方々に、情報を公開できる範囲で、

認可外保育施設と育児サークルの名称と住所などを

教えていただいた。 

それに基づき案内状を発送した。経費節約のため、

返信用の葉書は使用せず参加希望者は FAX.で返事

をいただくことにした。 

2)研修会について 

第 1回研修会は、平成11年 9月18日(土)に開催

し、演題は「母子健康手帳の改正をめぐって」で、

日光浴と日焼け、子育て支援小冊子「それでいいよ

だいじょうぶ」(厚生省)と「家庭教育手帳」(文部省)

の解説に力を入れた。 

第 2回研修会は、平成12年 1月 8日(土)に開催

し、演題は「保育所・育児サークルにおける感染症

対策」である。乳幼児では児童生徒と違い、手洗い

やうがいが十分に励行できない、また感染症回復直

後の乳児では、哺乳、抱っこ、おむつ交換や下着を

取り替える前後の保育士自身の十分な手洗いとガウ

ン(エプロンなど)の取り替えを励行することの重要

性を強調した。 

会員は、認可外保育所 34施設、認可保育所(個人

参加)6施設、育児サークル6グループ、その他3グ

ループで、計49施設・グループである。 

3)問題点と反省 

本会の結成は、宮城県小児保健協会の熱意あるグ

ループが、母子保健マニュアル(厚生省)の「福祉・

教育等との連携」の実践として、保健の側から取り

組んだ例である。 

保健側に熱意あるグループが全ての県に存在す

るとは限らないので、福祉の側から取り組む場合も

あるであろう。また、行政(県、市、町村)が主導し

てこのような組織を作ってもよい。 

この組織の形態として、経済的・資金的なことを

考えるならば、行政から委託された団体または NPO

（民間非営利組織)が経営的にも安定してよいと考

えられる。 

われわれのすくすく子育て研究会は、NPO へと発

展させることが経営的にも安定してよいと考えてい

る。 

認可外保育施設や育児グループの名称・住所は情

報を持っている行政としても、情報を開示しにくい

という難点がある。この点、行政が参加できる方式、

行政主導方式または NPO方式がよいかもしれないが、

予算などから行政主導方式は困難ではなかろうか。 

自然発生的なわれわれのような方式は、熱意ある

グループがいれば、手軽に組織を作れるが経済的に

は大変である。 

認可外保育施設の責任者や育児サークルの代表

者は現状維持で満足している場合も多く、保育の質

の向上を目指すのに消極的な場合が多い。このよう

な責任者や代表者の意識を変えるにはどうすればよ

いかも悩みの種である。 

行政やマスコミが、このようなよい組織(会)があ

ると紹介することも、責任者や代表者の意識を高め



るのにょいかもしれない。 

2 . 認可外保育施設職員からの聴取について 

入所待機児童対策は現在の問題であり、すみやか

に入所待機児童は解消されなければならない。 

新エンゼルプランで、認可保育所のみを対象とし

て、保育サービス等子育て支援サービスの充実を行

っても、入所待機児童問題は改善はされるが解消さ

れないであろう。 

応急策としてあげている家庭的保育は、認可外保

育施設、特に市町村により指定された認可外保育施

設に頼らざるを得ない。 

これらの保育施設は、長年、地域に根付いた保育

活動、家庭的保育を実践しているので、助成して、

保育の質を向上させて、待機児童問題を解消するの

も一つの方法と思われる。 

今回は、すくすく子育て研究会の研修会で、認可

外保育施設職員に対して、実情や要望などを聴取し

たが、それらをまとめて検討した。 

まず経営が苦しく、保育士などの勤務条件もよく

ないので、経済的助成を求める声が圧倒的に多かっ

たことは言うまでもない。 

それでは、無条件にどの認可外保育施設にも平等

に助成して、果たして質の良い保育が行なわれるで

あろうか。 

認可外保育施設によって、現状維持で満足してい

る施設もあるし、すくすく研究会会員の施設のよう

に質の向上を目指す施設もある。質の向上を目指す

にしても、努力目標では十分に質の向上は望めない。 

やはり、各保育施設における保育の質の評価が必要

になる。 

1)保育の質の評価について 

(1)設備・環境について 

例えば、乳児保育の場合は、園庭の条件が十分で

なくとも、室内のベッドやはいはいなどの場所が基

準に達していれば可とする。一方、幼児の場合は、

自前の園庭の条件が十分でなくとも、近所の公園や

児童館を活用すれば十分と評価できる場合もある。 

(2)保育内容について 

設備・環境といったハードな面の評価より、保育

内容というソフトな面の評価は難しい。例えば、数

名の乳児を一人の熟練した経験のある保育士で保育

するならば、かなり満足する保育が行われるだろう。 

このように、個々の保育状態に合わせて、適切か

否かを評価していけば、保育の質の充実が期待でき

る。 

2)職員の勤務状態について 

例えば、保育士が拙劣な勤務状態であれば、質の

充実した保育は望めないのは当然である。認可外保

育施設職員にも、仕事と育児の両立できる環境が必

要であることを訴えたい。 

最後に、地域に根付いて、長年、積極的に保育活

動を実践してきた、また保育の質の向上を目指して

いる認可外保育施設を適切に評価して、助成してい

く施策を、認可外保育施設職員は待ち望んでいるこ

とをつけ加えたい。 

 

C - 6 - 3 子育て支援のあり方について 

 

大日向雅美(恵泉女学園大学教授) 

 

( 1 ) 子育てに悩む母親の急増 

近年は少子化に加えて、子育てに困難を訴える親

が急増している。養育放棄や虐待など母親による深

刻な犯罪や事件の報道も後を絶たない。こうした現

象は、従来の性別役割分業体制と、それを理論的に

支えてきた r育児は母親に生来的な適性がある」と

する母性観の歪みからもたらされたものである。換

言すれば、子育てに悩み、困難を覚える母親の存在

はいつの世も認められるのであり、育児の適性は必

ずしも女性であれば誰にも備わった生来的な特性で

はないことを示している。こうした視点に立つと、

それぞれの時代の要請に即した形で人々の生活実態

に合致した子育てのあり方を見いだしていく必要が

あるといえよう。 

 

( 2 ) 子育て困難の背景と子育て支援のあり方 

母親が子育てをつらく思う理由は、母親が置かれ

ている生活状況等によって多様であり、子育て支援

はその実態を正確に把握することが大切である。 

1)専業主婦が直面している子育て困難 

子育ての困難は、母親が専業主婦か就労女性かに

よって状況が異なるが、概して専業主婦に困難の程

度が強いといえよう。 

乳幼児の育児にあたっている専業主婦の悩みは、



第1に育児負担が大きいことである。一日中乳幼児

の世話に追われて、一人の時間もままならない状況

のつらさは、専業主婦の母親が共通に訴えるもので

ある。第 2は、こうした母親のつらさが周囲からな

かなか理解されにくいことである。人々は依然とし

て「母親は育児が楽しいはず」「母親が育児をするの

は当然」とする母性観を信奉していて、最も身近な

夫も妻のつらさを理解しようとはしない。第 3は、

社会からの閉塞感である。「育児に携わっている間に、

世の中から置き去りにされるようでさみしい」「育児

が一段落した後の生活のビジョンが立たない」「仕事

をしたくても、復帰が難しそうで、仕事をやめたこ

とを後悔している」等々の声が多い。第4は、近隣

や幼稚園での母親同士の人間関係の悩みである。夫

や社会からの疎外感に悩む専業主婦の母親たちは、

ストレスの発散や理解者を母親仲間に求めようとす

る。しかし、社会との接点をもたず、育児にだけ専

念する母親たちの集団は、同質性の高い閉鎖的な集

団と化し、子どものけんかやささいな成長発達の差

異にとらわれて、息苦しい人間関係に陥る危険性が

高い。昨年末の文京区幼児殺害事件は母親どうしの

人間関係の悩みを端的にあらわした事件として注目

されている。 

2)働く母親が直面している子育て困難 

一方、働く母親には、上記のような社会からの閉

塞感はないが、「仕事と育児の両立」の難しさに直面

している実態は従来から変わっていない。具体的に

は産休明け、育児休業明けの保育所入所の難しさ、

保育時間と就労時間との不一致、子どもの病気時の

保育などに大半の母親が悩んでいる。また、働く母

親は地域から孤立しがちであり、近隣の支援が得に

くいのが実状である。日中は職場で過ごし、地域の

活動に参加できないという生活時間上の問題に加え

て、乳幼児をもつ母親が働くことに対する周囲の理

解が得にくい。「小さいとき、特に三歳までは家庭で

母親が育てるべきだ」「子どもがかわいそう」という

周囲の声や、何か子どもに問題が起きたときに、そ

の原因が母親の就労にあるかのようにみなす風潮が

依然として社会に根強く、これも働く母親を悩ませ

ている。 

3)これからの子育て支援に必要な視点 

上記の状況から考えて、子育て支援には2段階の

対策が必要と考える。第 1は、一時的でも母親を育

児負担から解放することが必要であり、子育ての苦

楽を共有できる仲間作りへの支援が欠かせない。そ

の一例として、すでに各方面で実施され始めている

「一時保育」付の各種行事がある。これは育児負担

や孤立感の大きい専業主婦に対して、気分転換をは

かる一人の時間を提供し、同時に講座や行事を通し

て、社会との接点をもつ機会を提供することができ

る。また、専業主婦の孤立感、閉塞感を解消する目

的で活動がなされている「子育てグループ、子育て

ネットワーク」の育成支援の充実も、いっそう求め

られている。 

しかし、そうした子育て支援は、やがて母親たち

の社会参加を支援する第 2段階に結びつけていく必

要があることを指摘したい。現状の母親たちが示す

子育て困難は、「子どもを産むと同時に母親役割に専

従しなければならない状況」に真の原因が求められ

ると考える。子どものしつけや、母親どうしの人間

関係に翻弄されている母親の状況は、一見するとい

かにも未成熟とも思われる。しかし、自己が直面し

ている問題を冷静に見つめるには、広い人間関係に

支えられた経験の積み重ねが不可欠であろう。一時

保育付講座の内容がつねに子育て関係の話題に限ら

れ、子育てグループもまた子連れの母親だけの集団

である以上、母親たちに大人としての社会性を育む

機会は乏しいといわざるを得ない。 

子育て中の母親も仕事や地域活動など広く社会

に関われるような支援が今後の課題である。そのた

めに保育制度の整備はいうまでもないが、子育て中

も求職活動や社会復帰の準備の時間をもてるよう、

「ファミリー・サポートシステム」等、一時保育体

制の充実も緊要課題である。また行政が一時保育者

養成講座修了生たちの組織化を支援し、子育てグル

ープが地域の一時保育提供者という形で社会活動に

貢献している好例もある(例:松戸市「ぽとさの会」、

詳細は大日向雅美『子育てと出会うとき』NHK ブッ

クス1999年参照)。子育てグループや子育てネット

ワークの活動も、つねに子連れで行動することを余

儀なくされることのないよう、相互に保育を提供し、

社会参加を支援しあう活動拠点に育っていく必要が

あると考える。そのためにも、子育てグループに子

育て終了世代や子育てサポーターが適宜参加し、ア



ドヴァイザー的機能を発揮するのも一つの方法であ

ろう。 

一方、働く母親に対する支援としては、多様な就

労形態に応じた保育体制の整備が求められており、

長時間保育や夜間保育、休日保育等が進められてい

る。確かに深夜や休日勤務で働く親のニーズも看過

できないものがあり、現状に対する対症療法的な支

援としては一定の評価ができよう。しかし、育児期

にあっては育児や家庭生活にもゆとりのある環境が

必要である。こうした観点から考えると、育児期の

親の就労のあり方に関しては子どもの成長発達や親

子関係の育成を十分に考慮したビジョンも忘れては

ならない。 

なお、母親のストレスの背景をなしている母性愛

神話の解明も急務である。特に「三歳児神話」によ

る束縛など、母親の就労を問題視する世論に対して

は、その真偽を実証的に検討する調査研究も急ぐ必

要がある。親にとっての「仕事と育児」の両立が子

どもの成長発達にとっても望ましい結果をもたらす

ような条件を明らかにする実証的な研究が蓄積され

ではじめて、「三歳児神話」などの従来の母性観に翻

弄されることのない子育てが可能となると考える。 

 

C - 6 - 4 個別対応を必要とされる育児支援のあり方 

山岡テイ(情報教育研究所代表) 

 

現代の情報化社会で育児生活を送る母親達は、さ

まざまな育児情報源からの影響を受けている。同居

家族を核にして、母親が準拠する職場やサークル、

近所や子育て仲間などのコミュニティ集団があり、

それらをマスメディアや個別の専門家達が、社会的

な情報源として、幾重にも取り囲んでいる。 

母親達が信頼する育児情報源は、求める育児情報

の内容によっても異なるが、基本的には、「夫、近所

の友人、実家の母、園の先生」などが上位を占めて

おり、個々の母親達がそれぞれの判断理由や置かれ

た状況の中で独自の情報支援ネットワークを形成し

ている。 

近所の友人を最も信頼すると判断する理由(とて

も重要である)としては、「同じ年ごろの子どもがい

てわかりあえる」や「身近かで相談しやすいこと」

が上位にあげられていた(山岡ら,1998、1999、山岡

2000)。 

また、乳幼児をもつ母親達自身が子育てサークル

を通して行ったアンケート調査の結果では、同じ年

ごろの子どもがいる子育て仲間達とのグループ(サ

ークル)活動を行っている母親が 62.0%で、さらに、

「グループ活動が、子育ての役に立っている」と回

答した母親達は 96.9%と高い支持率を得ていた。そ

れら子育て仲間と出会った場所としては、「近所」

61.3%が最も多く、ついで、「公園」47.4%と、いずれ

も地域での友人コミュニティを積極的に活用してい

る母親達のハイライト部分をこの調査では映し出し

ていた(彩の国さいたま子育てネットワーク、「3801

人の子育て「実感」アンケート」1999)。 

このように、育児期の母親達は、近所の子育て仲

間やコミュニティなど準拠集団への帰属意識が高い

一方では、それら近所の友人達が育児不安を増幅さ

せる悩みの原因にもなっている側面があることも否

めないのが現状である。 

母親達が活用している育児情報源の中で、最も信

頼性の高い情報源を単一選択した結果の第2位にあ

げられていた「近所の友人」が、同じく、最も不安

になった情報源の第 1位にあげられていたことから

も、その二面性が表れていた(山岡2000)。 

母親達が「近所の友人」や「子育て仲間」を定義

するときに、複数の友人を想定していることを考慮

しても、地域の友人から不安を得ていると感じる母

親が最も多いという結果には変わりがない。さらに、

近所の友人高不安群は、その他の群に比べると、育

児を助け合える子育て仲間がいるとは意識してはい

るものの、その反面、母親の特性としては、社交外

向性が低く、夫のサポートを必要としている傾向が

あることが明らかになった。 

また、実家の母から高不安感を得ている母親は、

最新育児情報で理論構築するためか、育児書や教育

書などに最も高い信頼性を置いていることが有意に

多いという結果であった。 

一人ひとりの母親達の個人特性や社会的状況な

どによっても、その必要とする人的サポートや信頼

する情報源が異なっているという実情を踏まえて、

今後はさらに個別対応をきめ細やかに考慮した支援

のあり方が問われていると思われる。 

そこで、今後の母親達に必要と思われる育児支援



ニーズを具体的に提示した。 

(1)先生や母親が実践的カウセリングを生かした子

育てを 

園の先生は、働く母親達や、また、母子や父子だ

けのひとり親家庭にとっても、実家の母についで重

要な育児情報源であることが調査結果は示していた

(山岡2000)。保健所や児童相談所での専門的な支援

だけではなくて、日常的に親に接する機会が多い園

の先生が、カウンセリングの理論や具体的な技法を

学べる研修会の機会を増やし、さらに、母親を対象

にしたより実践的な出張講習会を身近かな施設で定

期的に行うことが必要である。 

(2)育児情報の質や内容の具体的な検討を学際的に

行う 

利便性を追求した育児用品の普及、育児文化の伝

承の希薄化と母親達の高学歴化に伴い、育児におけ

る「専門家志向」は今後も高まることが予測される。 

そのような状況を反映してか、高不安育児情報の

上位には、マスメディアと並び、保健医療に携わる

保健所の保健婦や栄養士があげられていた。また、

育児書や育児雑誌を実家の母と対比して育児の価値

基準にしている母親が多いことも明らかになった

(山岡2000)。 

育児情報の送り手としての、育児情報の質に関す

る研究報告は過去にもいくつか行われているが、さ

らに、具体的な事例において解釈が異なる医学知識

や育児知識を学際的に検討して、混乱を招きやすい

育児知識に関する統一見解や専門家が用いる指針を

作成することが望まれる。 

(3)育児に関する地域情報や子育て支援サーヒスが

住民に届く工夫を 

新しく転居してきた地域での育児情報をどのよ

うに収集するかは、親の関心事である。そのために、

児童館、子どもの習い事や教室、生協など地域ネッ

トワークの要になる集団や組織が活用されている一

面もある。 

また、行政の支援サービスの詳細や印刷物などの

情報がほんとうに必要な親子には届いていない現状

も多く見受けられる。行政の窓口を一本化すること

は、組織上の問題から難しいことと思われるが、親

子が活動するさまざまな場を想定した上で、地域で

の公的・私的な両方の育児情報が母親達の手元に行

き渡るシステム上での試みが必要と思われる。 

(4)妊娠・出産・育児の情報教育で親津備性を高め

る 

現在、学校教育の中で、情報教育が盛んであるが、

それは、主として情報機器をいかに使うかに力点が

置かれており、生活者としての科学的な情報教育や

実践的な生命教育や妊娠・出産・育児に関する教育

は、極めて限られた一部の学校でしか行われていな

い。 

母親の育児不安と妊娠以前の育児に関する知識

や体験の有無との相関性は多くの調査結果からも検

証されている。晩婚・晩産化傾向にある昨今では、

中学や高校の場から、つきは妊娠後の母親教室まで

の空白の時期が長くなる。しかしながら、育児や母

子保健に関する教育や啓蒙の機会を設けて、親準備

性を高めることと同時に、育児情報の収集や情報行

動に関する科学的な目を養う生活者としての情報教

育が今求められている。 
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C-6-5 少子化をもたらしている心理的原因を明ら

かにする認査研究の必要性 

 

神宮英夫(明星大学人文学部教授) 

 

1  調査の問題点 

理想の子ども数と現実の子ども数との間に、平均

で1名弱のギャップがあり、このことから、子ども

を持ちたいのに持てない原因があると考えて、さま

ざまな調査・研究が行なわれてきた。 

これらの調査では、例えば、子育てに対するコス

トなどの経済的問題が指摘され、手当ての増額が議

論されてきた。また、労働環境の問題では育児休業

制度が議論され、学校教育への不安ではゆとりの教

育が議論されてきた。このように、物理的・社会的

原因を考えて、これらを調査項目として、被調査者

に調査を行い、その選択結果から、原因を特定して、

それに応じた対策が論じられてきた。つまり、物理

的・社会的原因を明らかにして、これらに対する対

策が対処療法的にとられてきたのが現状である。 

このような政策の有り様では、総花的となりコス

トがかかりすぎることになる。少子化対策として、

システム的な政策にはなりえていない。少子化を食

い止めるための国としての断固とした決意や意図が

反映されない政策となってしまっている。 

また、従前のやり方では、果たして本当の原因を

明らかにできるのであろうか。例えば、子どもを持

ちたいのに持てない原因として列挙された調査項目

の中で、ある被調査者が子育てに対するコストを選

んだとする。この場合、実はさまざまなことを考え

てみなければならない。本当にコストがかかり、経

済的に苦しいので子どもが持てないということは、

当然考えられる。一方、他にもっと深刻な原因があ

ったり、あるいは被調査者自身も気がついていない

原因のある可能性がある。にもかかわらず結果とし

て、答えやすいあるいは選択しやすい項目として例

えばコストを選んだと考えることができる。 

調査から得られた結果が、真に少子化の原因とな

っているとは必ずしもいえない。選ばれた項目は、

選択したという被調査者の意識的行動の結果ではあ

っても、その調査項目に直接即しているものだと即

断することは危険である。市場調査や視聴率調査の

ように、具体的行動に見合った選択項目であれば、

目的に即した結果であるといえる。しかし、個人的

なこころの問題にかかわる場合には、直接的な議論

は難しい。 

 

2  自己決定権について 

子どもを持つか持たないかは、個人的な問題であ

り、各々の自己決定権にかかわっている。子どもを

持たないという決定をした人には、さまざまな理由

がある。その一側面として、物理的・社会的原因を

通常は考えてきた。しかし、これらの原因よりも、

より大きな側面としてこころの問題、つまり心理的

原因が存在していることは否定できない。しかし、

現状では、どのような心理的原因が、少子化の問題

で考えられるのか、あるいは考えるべきなのかにつ

いては、まだまだ研究が不足しており、明確にはな

っていない。 

こころの問題に基づいた少子化をもたらしてい

る自己決定のプロセスを、今後明らかにして行く必

要がある。このためには、いくつかの視点を心理学

としては考えることができる。例えば、親になろう

という人が、自分の親との間で、その関係をどのよ

うに構築して行くことになるのかを、このことは決

めており、子どもを持つか持たないかをも決める要

因となっている。また、自分のこれからの人生をど

のように歩んで行きたいのかというライフ・プラン

を、どれだけ明確に意識できているかということも

問題となる。こライフ・プランのイベントの一つと

して、子どもを持つか持たないかということが存在

している。 

これら以外にもさまざまな視点を考えることが

でき、その視点に見合った心理学的研究を行なう必

要がある。この研究成果から、手当てを増額するよ

りも、予算のかからない別の施策の方が、より効果

的であるということがありうるであろう。例えば、

具体的には、「家庭科」の教育内容に「家族」がある

が、このような研究成果を反映した内容で、十分な

時間数をとって実践的な教育を行なうということな

どが考えられるであろう。 

この種の研究成果から考えられる施策は、必ずし

も予算の裏付けを必要とはしない可能性がある。そ

して、対処療法的ではなく、根本的な施策になりう 



る可能性がある。しかし、見た目上は、遠回りで即

効性がないように考えられるが、対処療法的な施策

よりも効果的な場合があるのではないだろうか。 

 

C - 6 - 6 少子化と児童の福祉 

大嶋恭二(東洋英和女学院大学助教授) 

 

自分の住んでいる国とは異なる国の人々の生活、

社会福祉、児童福祉の実態に接することにより、児

童を含む人間が、一人の人間として豊かに生きると

いうこととはなにか?それぞれの社会が一人の人間

が育ち、生活することをどう捉えているかを考える

きっかけとなる。例えば、スウェーデンは胎内から

墓場まで安心して生きれる社会を構築しようと常に

その目標に向かって努力している。児童を育てる場

合でも日本は家族中心、スウェーデンは家族ととも

に社会も同等あるいはそれ以上の責任を負っている。

私が1994年以降訪れたスウェーデン、カナダ、英国

は、日本と比べて、豊かさとゆとりをより実感でき

る国々であったように思われる。我が国の戦後の高

度経済成長は、親の世代よりも子どもの世代の方が

より豊かになれるという将来の希望が、活力ある社

会を生み出す原動力であった。そこでは、「もっと働

き、もっと勉強をし、もっと貯金をし…」、さもない

と落ちこぼれる、年をとってから困る、あるいはそ

うすればいずれは豊かになる、楽になる等などであ

った。しかしそのことは一方では、当のイ画人の人

生にとって、その時々に豊かさを、あるいはゆとり

を実感できたかというと首を傾げざるを得ないとい

うのが実態で、年をとり、さあこれからと思ったと

きにはすでに遅く、買えない、使えない、いわゆる

豊かさを、あるいはゆとりを実感できないというの

が我が国の戦後半世紀であったように思われる。 

現代の子どもにとって優しい社会とはどのよう

な社会なのか?逆に子どもにとって厳しい、つらい社

会とは?北欧のある街(ストックホルム)では、市内の

すべての駅にエレベーターあるいはエスカレーター

がついていて、老人、障害者、赤ん坊連れの母親等

誰でも利用でき、目的地に行くことができる。 

北欧に関する研究者が車椅子でどこまで行けるか、

参加できるかが福祉の水準の一つの目安となると指

摘しているが、まさに社会の構成員すべての者が普

通の生活ができるよう配慮されている。建物、道路、

駅等すべてのものが、障害者、老人、子どもにとっ

て優しい街となっている 

1989 年の国連総会で採択され、1994 年我が国の

国会でも批准された「児童の権利に関する条約」の

第2条は、いかなる差別もあってはならないことを

うたっている。親の地位、立場、収入によって子ど

もの受ける教育に差があることは不公平、不平等で

はないのか。ひとり親家庭の子ともや、子どもの多

い家庭が経済的に苦しくなり、教育を受けさせるこ

とに制限を余儀なくされる時、そのことが当の子ど

もにとって仕方がないといってすまされることなの

か。社会の構成員、特に成長発達の途上にある子ど

もたちにとって、教育を受けたいものがその子の能

力、興味、関心にそって教育を受けることができる

ような環境を整備しなければならない。我が国の根

強い学歴偏重の風潮は、受験のために過度の競争を

生み、子どもにも親にもゆとりを失わせるとともに、

親の経済的負担を増加させ、結果的に少産良育、す

なわち少なく生んで、大事に育て高学歴を身につけ

させようとすることに帰結している。100%に近い義

務教育の就学率のなかで、学校で教育を受けること

を拒否する児童の生まれてくる実態などをみると、

現在の日本が児童の成長にとって望ましい環境を整

えているのか、今一度問い直す時期に来ていると思

われる。 

ところで、少子化の要因は若い世帯の未婚率の上

昇にあるといわれている。結婚しない人が増えるの

は、現在の日本には、若い男女が親から自立して働

きながら新たな家庭を築き、子どもを育てていくと

いう責任ある喜びや楽しさを経験することを困難に

するような社会経済的・心理的要因があるといわれ

ている。このことは、平成9年度～平成 11年度厚生

科学研究『少子化に関する専門研究』(日本子ども家

庭総合研究所)の分担研究「社会環境が結婚・出産・

育児に及ぼす影響に関する研究」(分担研究者高野

陽)による非婚・晩婚や少子化の傾向に対する調査の

自由記述でもみることができる。そこでは、現在の

我が国の状況が、経済優先、学歴・競争社会と過熱

化した受験競争及びそのことの必然としての落ちこ

ぼれや非行等の問題、かってと比べて良くなりつつ

あるとはいえ、女性の社会進出に対する従来からの



消極的な考え方、すなわち日本における固定的な雇

用慣行は、男女の固定的な性別役割分業を前提とし

ており、職場優先の企業風土の中では、女性にとっ

て就労の継続と出産育児の両立を困難なものとして

いること、またいったん仕事を辞めた後の再就職の

困難さと労働条件の劣悪化は、退職することが生活

の上で大きなリスクを伴うものとなってくることな

ど、それらのことが将来への不安を招来するととも

に、更に、経済的な支援の面でも、住宅の面でも、

保育サービスの面でも子どもを産みたい人が安心し

て産み、かつ育てられるような環境が整備されてい

ないところに今日の少子化の原因があることを指摘

している。 

子どもを産みたい人が安心して産み、かつ育てら

れる社会の構築と、すべての子どもが平等に、普通

の生活をすることが当然のこととする国民の意識の

醸成が今後の最大の課題である。前者に関しては、

平成10年 7月の「少子化への対応を考える有識者会

議」の「夢ある家庭づくりや子育てができる社会を

築くために」の提言等がある。後者についていえば、

すべての子どもが平等に、普通の生活をすることが

当然のこととする意識の変革をもたらす重要な要素

は教育、特に次世代への教育の中にあると思われる。

如何にしてこの児童観、人間観、育てるか。 

保育所、幼稚園における障害児との統合保育は、そ

れぞれが様々な個性をもった存在として互いに他者

を認め合う機会となっている。大事なことは幼い時

期のそのような感覚、意識が小中高校、さらにはそ

の上の段階までも続いていくことである。社会福祉

の原点はお互いの存在を認め合い、尊重しあい、助

け合うところにある。そしてこのような自己と他者

との関係の捉えかたは、社会の構成員一人一人がそ

の幼児期からの自然な関係をとおして学習し、体得

していくものであり、そのことが長じてからの人間

観、児童観といったものになってくる。 

競争社会、学歴偏重社会という環境のなかにおか

れている現在の我が国の児童の状況を見るとき、自

然を愛し、他人を思いやり、自信をもって主体的に

生きるというような気持ちを如何にして育てていく

かは重い、しかし、克服しなければならない最大の

課題である。 

 

C - 6 - 6  ヘルスプロモーションの視点からの提案 

 

島内憲夫(順天堂大学スポーツ健康科学部助教授) 

 

1 . ヘルスプロモーションの視点 

少子高齢化社会の中で、次世代を担う若者が幸せ

な結婚・出産・育児を迎えることができるような社

会システムを構築するために必要なアイディアをヘ

ルスプロモーションの視点から提案したい。 

ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康を

コントロールし、改善することができるようにする

プロセスである。身体的,精神的、社会的に完全に良

好な状態に到達するためには、個人や集団が望みを

確認し、実現し、ニーズを満たし、環境を改善し、

環境に対処する(cope)ことができなければならない。

それゆえ、健康は、生きる目的ではなく、毎日の生

活の資源である。(WHO:ヘルスプロモーションに関す

るオタワ憲章、1986) 

また、ヘルスプロモーションの主眼は、病気のり

入クフアクターを探すのではなく、健康を創るハッ

ピーファクターを探すことにある。 

本研究では、このハッピーファクターを探す視点か

ら、結婚・出産・育児を支える要因を探ってみたい。 

例えば、つきのようなことが考えられる。 

*結婚・出産・育児を若者が期待し楽しめるような支

援型の社会(家庭1職場・学校・地域)づくり 

*祖父母と同居していない核家族の母親が近所のお

ばさんの所で楽しく語らっている 

*子育て真っ最中の共働きの夫婦が、コンサートや映

画やレストランに行くことができる 

*障害児をもつ母親が安心して子育てに専念できて

いる 

*子どもとお年寄が地域の公園や路地で楽しく交流

しているなど。 

 

2 . 3 つのアプローチ 

結婚・出産・育児に影響を及ぼすハッピーファク

ターを(1)生涯健康(lifelong for health)の視点と

(2)生活場所(settings for health)の視点そして、

(3)制度・政策(institution・policy for health)

の視点から、探ってみよう。 

 



(1)生涯健康の視点から 

結婚・出産・育児に対する人々の意識の高揚:結

婚・出産・育児は、ライフステージの初期の課題で

はなく、すべてのライフステージの課題であると認

識を新たにすることが大切である。換言すれば、親

の問題でもあり、祖父母の問題でもあり、子供の問

題でもあるということである。さらに言えば、一生

涯の問題であると認識することが大切である。 

(2)生活場所の視点から 

結婚した若者、子どもをもった若い父親・母親が

あらゆる場所で子育てを楽しみながら生き生きと生

活できるような仕組みづくり・環境づくりを試みる

ことが大切である。そこで、家庭,職場、学校、地域

でどのようなことに取り組めばいいのかについて、

一つの提案をしてみよう。 

1)家庭 

家庭での目標は、結婚・出産・育児を家庭生活の

重要な課題として位置付けること。 

*母親の意識変革:育児ストレスで悩んでいる母親を

支えるためのマニュアルづくり 

*父親の意識変革:母親の育児ストレスに気付き支え

ることができるようなマニュアルづくり 

*祖父母の意識変革:子育て(孫)支援が自らの健康支

援でもあることに気付くようなマニュアルづくり 

2)職場 

職場での目標は、企業の経営者が従業員の結婚・

出産・育児を支援することが生産性の向上につなが

るのだという認識をもつこと。 

*企業の経営者の意識変革:育児休暇やボランティア

休暇を社員が快くとれるような仕組みをつくること。

それは、生産性を向上させるための基礎的なプログ

ラムであると自覚すること。 

3)学校 

学校でのことは、直接的ではないが、子どもたち

が将来経験する結婚・出産・育児の意義を人生の初

期のころから学んでおくことは有意義なことと思わ

れるので、ここであえて記述しておく。 

学校での目標は、子どものうちから結婚・出産・

育児の楽しさを体験すること。 

*結婚の感動と楽しさを学ぶ 

*出産の神秘さと楽しさを学ぶ 

*育児の楽しさを学ぶ 

4)地域 

地域での目標は、若い母親・父親が地域の人との

豊かなふれあいができるような地域社会づくりであ

る。 

*子育て支援のための自主グループの育成とそのネ

ットワークづくり 

*一声運動 

*井戸端会議 

*親子が自由に歩ける安全なまちづくり 

*親子娯楽センターの整備 

 

(3)制度・政策の視点から 

エンゼルプラン、児童育成計画、母子保健計画な

ど各種施策を整備すると共に住民参加による母と子

を支援するプランを策定すること。 

*結婚・出産・育児支援は、まちづくりの基礎的な柱

に位置づけること 

*結婚・出産・育児に関する総合相談窓口の設置 

*市民参加型(経験者の協力を得て)の結婚・出産・育

児教室の開催 
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D.結論 

今年度は、子どもの発育発達を保障し、親自身の

生活の充実を視野に入れた子育て支援のあり方を検

討した。 

保育サービズや経済的支援などの直接的な育児

負担の軽減を図る対策は不可欠なことであるが、こ

れと同等に生活全般の利便性の向上、育児のみなら

ず親自身の精神的サポートに対する要求も強い。さ

らに、保育現場や小児科医をはじめとする専門家か

らの育児や子どもの健康に関する知識を継続して得

ることができるような情報提供サービスの充実、親

個人に対する家族関係、精神面の相談体制などが地

域や職場において設備されることが期待されている。 

さらに、不公平感を排し、男女差別のない家庭、

地域、雇用関係などの変革とともに、個別性を重ん

ずる対応ができるようになることも必要であり、公

的サービスにおいてもそのような意識がもりこまれ

ることが必要である。 


